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関連資料 

 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 
 

 

最終改正 令和４年 10月 21日 

神奈川県条例第 60号 

 

平成７年３月 14日 

条例第５号 

 

改正  平成 20年７月 22日条例第 40号 平成 20年 12月 26日条例第 61号 

    平成 21年８月 25日条例第 68号 平成 25年 １月 11日条例第 32号 

    令和 ４年５月 30日条例第 33号  令和 ４年 10月 21日条例第 60号 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 施策の基本方針等（第７条～第 11条） 

第３章 施設等の整備 

第１節 公共的施設等の整備（第 12条～第 16条） 

第２節 指定施設の整備（第 17条～第 25条） 

第３節 公共車両等の整備（第 26条・第 27条） 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項（第 28条～第 33条） 

第５章 雑則（第 34条～第 36条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、全ての人が個人として尊重され、あらゆる分野の活動に参加する機会を保障されることの重要

性にかんがみ、障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリア

フリーの街づくりに関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づ

く施策を総合的かつ計画的に実施し、及び施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備を進め、もって

地域共生社会の実現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 障害者等 障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児を同伴する者その他の者で日常生活又は社会生活に身体等の機能

上の制限を受けるものをいう。 

(2) 公共的施設 官公庁施設、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、公共交通機関の施設、駐車場、共

同住宅、事務所その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。 

(3) 道路 道路法（昭和 27年法律第 180号）第２条第１項に規定する道路（専ら自動車の交通の用に供するもの

を除く。）その他規則で定めるものをいう。 

(4) 公園 都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第２条第１項に規定する都市公園その他規則で定めるものをい

う。 

(5) 公共車両 一般旅客の用に供する鉄道の車両及び自動車で規則で定めるものをいう。 

(6) 住宅 主として人の居住の用に供する家屋（公共的施設であるものを除く。）をいう。 

(7) 施設等 公共的施設、道路、公園、公共車両及び住宅をいう。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフ

リーの街づくり（以下「バリアフリーの街づくり」という。）に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施す

る責務を有する。 

２ 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連携及び協力に努めるものとする。 

３ 県は、自ら設置し、又は管理する施設等で県民の利用に供するものについて、障害者等が安全かつ快適に利用で

きるように配慮した施設等の整備を進めるものとする。 

４ 県は、前項の施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう、情報の提供その他の支援を行うとともに、適

正な配慮についての周知等の取組を行うものとする。 
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（事業者の責務） 

第４条 事業者は、バリアフリーの街づくりの重要性及び自らの事業活動が地域社会と密接な関係にあることを認識

し、地域共生社会の実現に向け、県が実施するバリアフリーの街づくりに関する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は、自ら設置し、又は管理する施設等について、障害者等が安全かつ快適に利用できるように配慮した施

設等の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は、前項の施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう、情報の提供その他の支援を行うよう努め

るとともに、適正な配慮についての周知等の取組を行うよう努めなければならない。 

 

（県民の責務） 

第５条 県民は、バリアフリーの街づくりの重要性及び地域社会の構成員としての自らの役割を認識し、地域共生社

会の実現に向け、県が実施するバリアフリーの街づくりに関する施策に協力しなければならない。 

２ 県民は、障害者等の移動及び施設等の利用を確保するために協力するよう努めるとともに、障害者等が安全かつ

快適に利用できるよう配慮して整備された施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。 

 

（総合的推進） 

第６条 県、事業者及び県民は、バリアフリーの街づくりに関するそれぞれの責務を自覚し、一体となってその推進

体制を整備し、バリアフリーの街づくりの実現を図るものとする。 

２ 県及び事業者は、広域的に行われる施設等の整備事業の実施の機会をとらえて、バリアフリーの街づくりを積極

的に推進するよう努めるものとする。 

 

第２章 施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 県は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を計画的に実施するものとする。 

(1) 全ての県民がバリアフリーの街づくりに関する理解を深めるとともに、積極的にバリアフリーの街づくりに取

り組むよう意識の高揚に努めること。 

(2) 障害者等が自らの意思で自由に移動し、及び安全かつ快適に利用できるよう、施設等の整備計画の策定等への

障害者等その他の関係者の参画を推進するとともに、施設等の整備を相互の連関に配慮して推進すること。 

(3) 障害者等の活動の機会が幅広く保障されるよう社会参加を促進する施策を積極的に実施すること。 

 

（障害者等の意見の反映） 

第８条 県は、バリアフリーの街づくりに関する施策に、障害者等の意見を反映することができるように必要な措置

を講ずるものとする。 

 

（検討） 

第９条 県は、バリアフリーの街づくりに関する施策について、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（情報の提供等） 

第 10条 県は、市町村と連携して、事業者及び県民に対し、バリアフリーの街づくりに関する情報の提供、技術的

指導又は助言を行うものとする。 

 

（財政上の措置） 

第 11条 県は、バリアフリーの街づくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第３章 施設等の整備 

第１節 公共的施設等の整備 

（整備基準） 

第 12条 知事は、公共的施設、道路及び公園（以下「公共的施設等」という。）の構造及び設備の整備に関し、障

害者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準（以下「整備基準」という。）を定めるものとす

る。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、公共的施設等の種類の区分に応じて規則で定める。 

(1) 車いす使用者等が通行できる幅員の確保 

(2) 車いす使用者等が通行できる傾斜路の設置 

(3) 滑りにくい路面、床面等とするための措置 

(4) 階段等への手すりの設置 

(5) 障害者等の利用に配慮したエレベーター、便所及び駐車場の設置 

(6) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設等障害者等の利用に配慮した誘導又は案内の表示 

(7) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の利用に配慮すべき事項 

 

（整備基準の遵守） 

第 13条 公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え（以下「新築

等」という。）をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。ただし、整備基準を遵守する場合と同

等以上に障害者等が安全かつ快適に利用することができる場合又は規模、構造、利用の目的、地形の状況等により

整備基準を遵守することが困難である場合にあっては、この限りでない。 
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（既存施設の整備） 

第 14条 この条例の施行の際現に存する公共的施設等（新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」とい

う。）を設置し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準に適合するよう整備に努めなければならな

い。 

 

（維持保全） 

第 15条 公共的施設等を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設等を整備基準に適合させたときは、当該適合

させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。 

 

（適合証） 

第 16条 公共的施設等を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設等を整備基準に適合させたときは、知事に対

し、当該公共的施設等が整備基準に適合していることを証する証票（以下「適合証」という。）の交付を請求する

ことができる。 

２ 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設等が整備基準に適合していると認めると

きは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。 

 

第２節 指定施設の整備 

（事前協議） 

第 17条 公共的施設のうち規則で定めるもの（以下「指定施設」という。）の新築等をしようとする者は、その計

画（整備基準に適合させるべき部分を含まない計画を除く。）について、規則で定めるところにより、あらかじめ

知事に協議しなければならない。これを変更（規則で定める軽微な変更を除く。）しようとするときも、同様とす

る。 

２ 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る指定施設が整備基準に適合しないと認め

るときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

 

（工事完了の届出） 

第 18条 前条第１項の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したときは、規則で定めるところに

より、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

 

（完了検査） 

第 19条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が整備基準に適合しているかど

うかの検査を行うものとする。 

２ 知事は、前項の検査を行った場合において、当該指定施設が第 17条第１項の規定により行われた協議の内容と

異なり、かつ、整備基準に適合していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行う

ことができる。 

 

（勧告） 

第 20条 知事は、指定施設の新築等に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する

者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

(1) 第 17条第１項の新築等をしようとする者が、同項の規定による協議を行わずに工事に着手したとき。 

(2) 第 17条第１項の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していない工

事（第 18条の規定による工事完了の届出があったものを除く。）を行ったとき。 

(3) 前条第２項の指導又は助言を受けた者が、正当な理由なく当該指導又は助言に従わなかったとき。 

 

（公表） 

第 21条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受け

た者に意見の聴取を行った上で、当該勧告を受けた者の氏名、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表す

ることができる。 

 

（適合調査） 

第 22条 知事は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるもの（以下「既存指定施設」とい

う。）を設置し、又は管理する者に対し、当該既存指定施設が整備基準に適合しているかどうかの調査を実施し、

その結果を報告することを求めることができる。 

２ 知事は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る既存指定施設が整備基準に適合しないと

認めるときは、当該報告をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

 

（改善計画） 

第 23条 前条第２項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該報告をした者に対し、当該報告に

係る既存指定施設を整備基準に適合させるための工事の計画（以下「改善計画」という。）を作成し、届け出るこ

とを求めることができる。 

２ 知事は、改善計画の届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該改善計画について、必要な指導又は助

言を行うことができる。 
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（立入調査） 

第 24条 知事は、第 17条第２項及び第 19条から前条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、指定

施設に立ち入り、当該指定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させることがで

きる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

 

（国等に関する特例） 

第 25条 この節の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国等」という。）については、適用し

ない。ただし、国等は、指定施設の新築等をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨

を知事に通知しなければならない。 

 

第３節 公共車両等の整備 

（公共車両の整備） 

第 26条 公共車両を所有し、又は管理する者は、当該公共車両について、障害者等が安全かつ快適に利用できるよ

う整備に努めなければならない。 

 

（住宅の整備） 

第 27条 県民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全かつ快適に利用できるよう整備に

努めなければならない。 

２ 住宅を供給する者は、当該住宅について、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備に努めなければならな

い。 

 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項  

（定義） 

第 28条 この章における用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第

91号。以下「法」という。）及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18年政令

第 379号。以下「政令」という。）の例による。 

 

（特別特定建築物に追加する特定建築物） 

第 29条 法第 14条第３項の規定により条例で定める特別特定建築物に追加する特定建築物は、次に掲げるものとす

る。ただし、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 85条第１項及び第２項に規定する応急仮設建築物並びに同

条第６項の許可を受けた建築物（次条各号において「仮設建築物」という。）並びに同法第 87条の３第１項に規

定する当該災害救助用建築物、同条第２項に規定する当該公益的建築物及び同条第６項の許可を受けた建築物を除

く。 

(1) 学校（政令第５条第１号に掲げるものを除く。） 

(2) 共同住宅 

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（政令第５条第９号に掲げるもの及び規則で定め

るものを除く。） 

 

（建築の規模） 

第 30条 法第 14条第３項の規定により条例で別に定める同条第１項の建築の規模（新築、増築又は改築の場合の規

模に限る。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める床面積（増築又は改築の場合にあっては、当該

増築又は改築に係る部分の床面積。第 32条第２項において同じ。）とする。 

(1) 政令第５条第１号、第２号、第４号、第６号、第８号から第 10号まで及び第 12号から第 16号までに掲げる

特別特定建築物（仮設建築物を除く。）並びに前条第１号及び第３号に掲げる特定建築物 合計 500平方メート

ル 

(2) 政令第５条第３号、第５号、第７号及び第 11号に掲げる特別特定建築物（仮設建築物を除く。） 合計

1,000平方メートル 

 

（建築物移動等円滑化基準に付加する事項） 

第 31条 法第 14条第３項の規定により条例で同条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次

に掲げるものとする。 

(1) 政令第 11条各号列記以外の部分に規定する廊下等は、階段の上端に近接する部分（同条第２号に規定するも

のを除く。）に、同号ただし書の場合を除き、点状ブロック等を敷設すること。 

(2) 政令第 12条各号列記以外の部分に規定する階段は、次に掲げるものであること。 

ア 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（政令第 12条第５号に規定するものを除く。）には、同号ただ

し書の場合を除き、点状ブロック等を敷設すること。 

イ 主たる階段のうち１以上は、踊場に手すりを設け、かつ、回り階段でないこと。 

(3) 階数が４以上の共同住宅にあっては、政令第 18条第１項第１号に規定する道等及び駐車場から各住戸までの

経路を同項に規定する移動等円滑化経路（以下「移動等円滑化経路」という。）とすること。 

(4) 移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。  

ア 当該移動等円滑化経路を構成する出入口のうち、直接地上へ通ずる出入口の幅は、90センチメートル以上

とすること。 

イ 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、140センチメートル以上とすること。 
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（建築物移動等円滑化基準の適用除外） 

第 32条 第 29条各号に掲げる特定建築物のうち、幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園については、政令第

14条第１項第２号の規定は、適用しない。 

２ 第 30条第１号に掲げる特別特定建築物及び特定建築物のうち、床面積が 1,000平方メートル未満の特別特定建

築物及び特定建築物の移動等円滑化経路（階と階との間の移動に係る部分に限る。）については、政令第 18条第

２項第１号の規定は、適用しない。 

 

（制限の緩和） 

第 33条 この章の規定は、この章の規定による場合と同等以上に特別特定建築物（第 29条各号に掲げる特定建築物

を含む。以下この条において同じ。）の移動等円滑化が図られると知事が認める場合又は特別特定建築物の利用の

目的、敷地の状況等によりこの章の規定により難いと知事が認める場合においては、適用しない。 

 

第５章 雑則 

（適用除外） 

第 34条 市町村が施設等の整備に関して障害者等の利用及び移動に配慮した街づくりの見地から制定するバリアフ

リーの街づくりに関する条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が

期待できるものと知事が認めて公示したときは、第３章の規定は、当該市町村の区域における施設等の整備につい

ては、適用しない。 

２ 市町村が法第 14条第３項の規定に基づいて制定する条例の内容が、前章の規定と同等以上の効果が期待できる

ものと知事が認めて公示したときは、同章の規定は、当該市町村の区域には、適用しない。 

３ 前２項の知事の認定は、神奈川県公報により行う。 

 

（特定道路及び特定公園施設の整備についての適用除外） 

第 35条 第３章第１節の規定は、法第 10条第１項の規定に基づく条例の規定の適用を受ける特定道路（法第２条第

９号に規定する特定道路をいう。）の整備については、適用しない。 

２ 第３章第１節（公園に関する整備基準に係る部分に限る。）の規定は、法第 13条第１項の規定に基づく条例の

規定の適用を受ける特定公園施設（法第２条第 13号に規定する特定公園施設をいう。）の整備については、適用

しない。 

 

（委任） 

第 36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

一部改正〔平成 20年条例 40号〕 

２ 知事は、平成 21年 10月１日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91

号）第２条第 17号に規定する特別特定建築物（改正後の第 29条各号に掲げる同法第２条第 16号に規定する特定

建築物を含む。以下「特別特定建築物」という。）の新築、増築若しくは改築又は修繕若しくは模様替について

は、改正後の第４章の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、その用途が次の各号のいずれかに該当するものについては、

それぞれ当該各号に掲げる他の用途に変更する場合にあっては、改正後の第４章の規定は、適用しない。 

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18年政令第 379号）附則第４条第１号

から第５号まで、第７号及び第８号に掲げる用途 

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

附 則（平成 21年８月 25日条例第 68号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25年１月 11日条例第 32号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年５月 30日条例第 33号） 

この条例は、令和４年５月 31日から施行する。 

附 則（令和４年 10月 21日条例第 60号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則 
 

最終改正 令和６年３月 29日 

神奈川県規則第 44号 

 

平成８年１月 10日 

規則第１号 

 

改正  平成 ８年 ３月 １日規則第 ４号 平成 ９年 ３月 31日規則第 51号 

    平成 10年 ３月 17日規則第 17号 平成 11年 ３月 30日規則第 21号 

    平成 11年 ９月 28日規則第 80号 平成 12年 ３月 31日規則第 78号 

    平成 12年 ６月 20日規則第 123号 平成 13年 １月 ５日規則第 ３号 

    平成 13年 12月 ７日規則第 126号 平成 14年 12月 17日規則第 99号 

    平成 15年 ３月 11日規則第 16号 平成 15年 ９月 26日規則第 116号 

    平成 16年 ２月 24日規則第 ８号 平成 16年 ２月 27日規則第 11号 

    平成 16年 ３月 26日規則第 23号 平成 16年 ６月 ８日規則第 60号 

    平成 16年 ６月 22日規則第 63号 平成 17年 ５月 17日規則第 120号 

    平成 17年 ９月 20日規則第 147号  平成 18年 ３月 ３日規則第 ９号 

    平成 19年 ３月 23日規則第 38号 平成 19年 ９月 28日規則第 98号 

    平成 20年 １月 25日規則第 ５号 平成 20年 ９月 30日規則第 95号 

    平成 21年 ３月 31日規則第 33号 平成 22年 ３月 30日規則第 41号 

    平成 23年 ９月 30日規則第 70号 平成 24年 ３月 23日規則第 18号 

    平成 25年 ３月 １日規則第 21号 平成 26年 １月 31日規則第 ３号 

    平成 26年 ７月 １日規則第 74号 平成 27年 10月 30日規則第 108号 

    平成 28年 ３月 11日規則第 10号 平成 29年 ３月 31日規則第 45号 

    平成 30年 ３月 30日規則第 36号 令和 元年 ６月 25日規則第 15号 

    令和 ３年 ２月 16日規則第 10号 令和 ３年 ９月 28日規則第 80号 

    令和 ６年 ３月 29日規則第 44号 

 

 

（事務の委任） 

第１条 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「条例」という。）に基

づく次に掲げる事務のうち、市（相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、

厚木市及び大和市に限る。）の区域以外の区域における事務は、土木事務所長に委任する。 

(1) 条例第 16条の規定により、適合証の交付の請求を受理し、及び適合証を交付すること。 

(2) 条例第 17条の規定により、協議し、及び必要な指導又は助言を行うこと。 

(3) 条例第 18条の規定により、工事の完了の届出を受理すること。 

(4) 条例第 19条の規定により、検査を行い、及び必要な指導又は助言を行うこと。 

(5) 条例第 20条の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。 

(6) 条例第 24条第１項の規定により、第２号、第４号及び前号に掲げる事務に関し、職員に指定施設に立ち入

り、調査させ、又は関係者に質問させること。 

(7) 条例第 25条の規定により、国等からの通知を受理すること。 

 

（施設等） 

第１条の２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める施設は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第２条第３号に規定する規則で定めるものは、道路法（昭和 27年法律第 180号）第２条第１項に規定する

道路とする目的で新設するものとする。 

３ 条例第２条第４号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第２条第１項に規定する公園とする目的で設置するもの 

(2) 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第２条第５項第９号の３に規定する港湾環境整備施設である緑地 

４ 条例第２条第５号に規定する規則で定める公共車両は、次に掲げるものとする。 

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13年国土交通省令第 151号）第２条第 12号に規定する車両

（旅客車に限る。） 

(2) 軌道法施行規則（大正 12年内務省・鉄道省令）第９条第１項第 17号(ロ)に規定する客車 

(3) 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する

自動車 

(4) 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 

 

（整備基準） 

第２条 条例第 12条第２項に規定する規則で定める整備基準は、別表第２のとおりとする。 

 

 

２ 
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（適合証） 

第３条 条例第 16条第１項に規定する適合証は、第１号様式のとおりとする。 

２ 条例第 16条第１項の規定による請求は、適合証交付請求書（公共的施設用）（第２号様式）、適合証交付請求

書（道路用）（第３号様式）又は適合証交付請求書（公園用）（第４号様式）により行わなければならない。 

３ 前項の適合証交付請求書には、公共交通機関の施設以外の公共的施設に係るものにあっては適合状況項目表（公

共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等以外の公共的施設）用）（第５号様式）又は適合状況項目表（公共

交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等）用）（第５号様式の２）並びに第１号から第３号まで及び第５号に

掲げる図書を、公共交通機関の施設に係るものにあっては適合状況項目表（公共交通機関の施設用）（第６号様

式）並びに第１号から第３号まで及び第５号に掲げる図書を、道路に係るものにあっては適合状況項目表（道路

用）（第７号様式）並びに第１号、第４号及び第５号に掲げる図書を、公園に係るものにあっては適合状況項目表

（公園用）（第８号様式）並びに第１号から第３号まで及び第５号に掲げる図書をそれぞれ添付しなければならな

い。ただし、条例第 18条の規定による届出をした者については、この限りでない。 

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図 

(2) 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、通路又は園路の位置

及び幅員、敷地内における出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅

員を明示した配置図 

(3) 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法を明示し

た建築物の各階平面図 

(4) 縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに土地の高低を明示した平面図 

(5) その他知事が必要と認める図書 

 

（指定施設） 

第４条 条例第 17条第１項に規定する指定施設は､別表第１の左欄に掲げる施設のうちその規模等（増築の場合にあ

っては、増築後の規模等）が同表の右欄に該当するものとする。 

 

（事前協議） 

第５条 条例第 17条第１項の規定による協議は、指定施設が建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第６条第１項

（同法第 87条第１項において準用する場合を含む。）又は同法第６条の２第１項（同法第 87条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により確認を受ける必要がある場合にあっては当該確認の申請をする日の 30日前ま

でに、当該確認を受ける必要がない場合にあっては新築等の工事に着手する日の 30日前までに、指定施設新築等

（変更）事前協議書（第９号様式）により行わなければならない。 

２ 前項の指定施設新築等（変更）事前協議書には、公共交通機関の施設以外の公共的施設に係るものにあっては適

合状況項目表（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等以外の公共的施設）用）（第５号様式）又は適合

状況項目表（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等）用）（第５号様式の２）、公共交通機関の施設に

係るものにあっては適合状況項目表（公共交通機関の施設用）（第６号様式）並びに第３条第３項第１号から第３

号まで及び第５号に掲げる図書を添付しなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第６条 条例第 17条第１項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 整備基準に適合している部分を障害者等がより安全かつ快適に利用できるようにする変更 

(2) 工事の着手の予定年月日の変更又は工事の完了の予定年月日の３月以内の変更 

 

（工事完了の届出） 

第７条 条例第 18条の規定による届出は、指定施設工事完了届（第 10号様式）により行わなければならない。 

２ 前項の指定施設工事完了届には、第５条第１項の規定により行われた協議内容に基づく工事が行われたことを証

する写真を添付しなければならない。 

 

（公表） 

第８条 条例第 21条の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 勧告を受けた者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

(2) 勧告を受けた者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

(3) 勧告の内容 

(4) その他知事が必要と認める事項 

２ 条例第 21条の規定による公表は、神奈川県公報による公告その他知事が適当と認める方法により行うものとす

る。 

 

（適合調査の結果報告） 

第９条 条例第 22条第１項の規定による報告は、知事が定める期日までに、指定施設適合調査結果報告書（第 11号

様式）により行わなければならない。 

２ 前項の指定施設適合調査結果報告書には、公共交通機関の施設以外の公共的施設に係るものにあっては適合状況

項目表（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等以外の公共的施設）用）（第５号様式）又は適合状況項

目表（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園等）用）（第５号様式の２）、公共交通機関の施設に係るも

のにあっては適合状況項目表（公共交通機関の施設用）（第６号様式）を添付しなければならない。 
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（改善計画の届出） 

第 10条 条例第 23条第１項の規定による届出は、指定施設改善計画届（第 12号様式）により行わなければならな

い。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の指定施設改善計画届に添付しなければならない図書等について準用する。 

 

（身分証明書） 

第 11条 条例第 24条第２項の規定による職員の身分を示す証明書は、第 13号様式とする。 

 

（国等） 

第 12条 条例第 25条に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。 

(1) 日本下水道事業団 

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

(3) 独立行政法人水資源機構 

(4) 独立行政法人都市再生機構 

(5) 独立行政法人住宅金融支援機構 

(6) 地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び下水道公社 

 

（国等の通知） 

第 13条 条例第 25条の規定による通知は、指定施設新築等（変更）通知書（第 14号様式）により行わなければな

らない。 

２ 第５条第２項の規定は、前項の指定施設新築等（変更）通知書に添付しなければならない図書等について準用す

る。 

 

（整備基準の適合状況等に関する情報の提供） 

第 14条 知事は、事業者からの申出があった場合には、当該事業者が設置し、又は管理する公共的施設に係る整備

基準の適合状況等について、神奈川県のホームページへの掲載により県民に対して情報を提供し、当該情報を変更

し、又は当該情報の提供を停止するものとする。 

 

（特別特定建築物に追加する特定建築物から除くもの） 

第 15条 条例第 29条第３号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 37条に規定

する乳児院、同法第 41条に規定する児童養護施設、同法第 43条の２に規定する児童心理治療施設及び同法第 44

条に規定する児童自立支援施設とする。 

 

（制限の緩和の認定の手続等） 

第 16条 条例第 33条の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書（第 15号様式）に、第３条第３項第１

号から第３号まで及び第５号に掲げる図書を添付して、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による認定の申請について認定をしたときは、認定通知書（第 16号様式）により申請者に

通知するものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月１日規則第４号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月 31日規則第 51号） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成 10年３月 17日規則第 17号） 

この規則は、平成 10年３月 20日から施行する。 

附 則（平成 11年３月 30日規則第 21号抄） 

１ この規則は、平成 11年４月１日から施行する。ただし、第７条中神奈川県福祉の街づくり条例施行規則別表第

１の３の項用途の欄の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 11年９月 28日規則第 80号） 

この規則は、平成 11年 10月 1日から施行する。 

附 則（平成 12年３月 31日規則第 78号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定、別表第１の４の項用途の欄(10)の改正規定並び

に第２号様式から第４号様式まで、第９号様式、第 10号様式、第 13号様式及び第 14号様式の改正規定は、平成

12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 12年６月 20日規則第 123号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 13年１月５日規則第３号） 

この規則は、平成 13年１月６日から施行する。 

附 則（平成 13年 12月７日規則第 126号） 

１ この規則は、平成 14年４月１日から施行する。ただし、別表第１の５の項(２)の項の改正規定は、同年１月１

日から施行する。 

javascript:OpenResDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_resdata.exe?PROCID=-1877606248&CALLTYPE=4&REFID=40790101000500000000&KSNO=42090101006100000000&JYO=%32%34%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=16')
http://s11080031/D1W_SAVVY/HTML_TMP/svhtml-1877606248.0.Mokuji.0.0.DATA.html#JUMP_SEQ_199#JUMP_SEQ_199
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２ この規則の施行の際現に神奈川県福祉の街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号）第 16条第１項の規定に

より協議を行っている指定施設に対するこの規則による改正後の神奈川県福祉の街づくり条例施行規則の規定の適

用については、なお従前の例による。 

附 則（平成 14年 12月 17日規則第 99号） 

この規則は、平成 15年１月１日から施行する。 

附 則（平成 15年３月 11日規則第 16号） 

この規則は、平成 15年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15年９月 26日規則第 116号） 

この規則は、平成 15年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 16年２月 24日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16年２月 27日規則第 11号） 

この規則は、平成 16年３月１日から施行する。 

附 則（平成 16年３月 26日規則第 23号） 

この規則は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16年６月８日規則第 60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 16年６月 22日規則第 63号） 

この規則は、平成 16年７月１日から施行する。 

附 則（平成 17年５月 17日規則第 120号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 17年９月 20日規則第 147号） 

この規則は、平成 17年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 18年３月３日規則第９号） 

この規則は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19年３月 23日規則第 38号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 12条の改正規定は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19年９月 28日規則第 98号） 

この規則は、平成 19年 10月１日から施行する。ただし、別表第１の５の項(２)オの改正規定は、同年９月 30日

から施行する。 

附 則（平成 20年１月 25日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 20年９月 30日規則第 95号） 

この規則は、平成 20年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 31日規則第 33号） 

１ この規則は、平成 21年 10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第６条第１項（同法第 87条第１項において準用

する場合を含む。）又は同法第６条の２第１項（同法第 87条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認の申請がされた指定施設（以下「確認申請施設」という。）及びこの規則の施行の際現に神奈川県みんなの

バリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「条例」という。）第 17条第１項の規定による

協議が行われている指定施設（以下「協議施設」という。）に係る同項の規定による協議については、改正後の第

５条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 確認申請施設、この規則の施行の日前に神奈川県福祉の街づくり条例の一部を改正する条例（平成 20年神奈川

県条例第 61号）による改正前の条例第 15条第１項の規定による請求があった公共的施設等及び協議施設に係る条

例第 12条第２項に規定する規則で定める整備基準については、改正後の別表第２の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

附 則（平成 22年３月 30日規則第 41号） 

この規則は、平成 22年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23年９月 30日規則第 70号） 

この規則は、平成 23年 10月１日から施行する。ただし、別表第１の４の項(８)の改正規定は、平成 24年４月１

日から施行する。 

附 則（平成 24年３月 23日規則第 18号） 

この規則は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25年３月１日規則第 21号） 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年１月 31日規則第３号） 

この規則は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年７月１日規則第 74号） 

この規則は、平成 26年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 27年 10月 30日規則第 108号） 

この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 11日規則第 10号） 

この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 
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附 則（平成 29年３月 31日規則第 45号） 

１ この規則は、平成 29年 10月１日から施行する。ただし、第 14条及び別表第１の改正規定並びに次項の規定

は、同年４月１日から施行する。 

２ 電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成 27年法律第 47号）附則第 12条第１項第３号に掲げる者の事務

所（平成 29年 10月１日以後に新築等の工事に着手されるものを除く。）に係る改正後の別表第１の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成 30年３月 30日規則第 36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 30年 10月１日から施行する。ただし、別表第１の４の項(９)の改正規定及び附則第３項の規

定は、平成 30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の４の項(８)の規定（介護医療院（介護保険法（平成９年法律第 123号）第８条第 29項に規

定する介護医療院をいう。以下同じ。）に係る部分に限る。）は、この規則の施行の日以後に同法第 107条第１項

の規定による開設の許可を申請し、又は新築等の工事に着手する介護医療院について適用する。 

（準備行為） 

３ 介護医療院の新築等をしようとする者は、この規則の施行の日前においても、その計画について、神奈川県みん

なのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号）第 17条第１項の規定による協議をすることがで

きる。 

附 則（令和元年６月 25日規則第 15号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月 16日規則第 10号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の６の項及び別表第２の１の表 12の項(２)イの改正規定

は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月 28日規則第 80号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（令和６年３月 29日規則第 44号） 

１ この規則は、令和６年 10月１日から施行する。ただし、別表第１の２の項⑵イの改正規定は公布の日から、同

表４の項の改正規定は同年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号）第 16条

第１項の規定による請求があった公共的施設等又はこの規則の施行の際現に同条例第 17条第１項の規定による協

議が行われている指定施設の当該請求又は当該協議に係る整備基準については、改正後の別表第２の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 
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別表第１（第１条の２、第４条関係） 

公共的施設 用          途 指定施設の規模等 

１ 官公庁施設 国、地方公共団体及び第 12条各号に掲げる者の事務又は事業の用に供するも
の 

全てのもの 

２ 教育文化施設 (1) 学校及びこれに類する施設のうち次に掲げるもの（以下「学校等」とい
う。）の用に供するもの 
ア 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校、同法第

124条に規定する専修学校、同法第 134条第１項に規定する各種学校 
イ 道路交通法（昭和 35年法律第 105号）第 98条第１項に規定する自動
車教習所 

ウ ア及びイに掲げる施設に類するもの 

全てのもの 

(2) 図書館及びこれに類する施設のうち次に掲げるものの用に供するもの 
ア 図書館法（昭和 25年法律第 118号）第２条第１項に規定する図書館 
イ 博物館法（昭和 26年法律第 285号）第２条第１項に規定する博物館及

び同法第 31条第１項に規定する博物館に相当する施設 
ウ ア及びイに掲げる施設に類するもの 

(3) 動物園、植物園及び遊園地（以下「動物園等」という。）の用に供するも
の 

(4) 集会場及びこれに類する施設のうち次に掲げるものの用に供するもの 
ア 集会場及び公会堂 
イ 社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第 20条に規定する公民館 

ウ ア及びイに掲げる施設に類するもの 

３ 医療施設 医療法（昭和 23年法律第 205号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条
第２項に規定する診療所の用に供するもの 

全てのもの 

４ 福祉施設 社会福祉施設及びこれに類する施設のうち次に掲げるものの用に供するもの 
(1) 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第７条第１項に規定する児童福祉

施設及び同法第 10条の２第１項に規定するこども家庭センター 

(2) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第５条第１項に規定する身
体障害者社会参加支援施設 

(3) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 38 条第１項に規定する保護施

設 
(4) 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第５条の２第３項及び第４項に規

定する事業を行う施設、同法第５条の３に規定する老人福祉施設並びに同

法第 29条第１項に規定する有料老人ホーム 
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）第 38 条に規

定する母子・父子福祉施設 

(6) 介護保険法（平成９年法律第 123号）第８条第 28項に規定する介護老人
保健施設及び同条第 29項に規定する介護医療院 

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第５条第７項に規定する生活介護を行う施設及び同条第
８項に規定する短期入所を行う施設（同条第 11項に規定する障害者支援施
設を除く。）、同条第 11 項に規定する障害者支援施設、同条第 27 項に規

定する地域活動支援センター並びに同条第 28項に規定する福祉ホーム 
(8) 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第２項第７号に規定する授

産施設及び同条第３項第 11号に規定する隣保館等の施設 

(9) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52号）
第 12条第１項に規定する女性自立支援施設 

(10) (１)から(９)までに掲げる施設に類するもの 

全てのもの 

５ 商業施設 (1) 公益事業の施設のうち次に掲げるものの用に供するもの 

ア ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）第２条第３項に規定するガス小
売事業者の事務所 

イ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の事務所 
ウ 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第２条第５号に規定する電
気通信事業者（電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接

続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの附属設備をいう。）を設置する者に限る。）の事務所 

(2) 金融機関の施設のうち次に掲げるものの用に供するもの 

ア 農林中央金庫の事務所 
イ 株式会社商工組合中央金庫の事務所 
ウ 日本銀行の支店及び出張所 

エ 農業協同組合法（昭和 22年法律第 132号）による農業協同組合及び農
業協同組合連合会の事務所（同法第 10 条第１項第３号に規定する事業
を行うものに限る。） 

オ 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第２条第９項に規定する金
融商品取引業者（同法第 28 条第１項に規定する第一種金融商品取引業
を行う者に限る。）の本店その他の営業所 

カ 水産業協同組合法（昭和 23年法律第 242号）第２条に規定する水産業
協同組合の事務所（同法第 11 条第１項第４号に規定する事業を行うも
のに限る。） 

キ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）第３条第２号に規定
する信用協同組合の事務所 

ク 株式会社日本政策金融公庫の事務所 

ケ 株式会社日本政策投資銀行の事務所 

全てのもの 
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コ 信用金庫法（昭和 26年法律第 238号）による信用金庫の事務所 

サ 長期信用銀行法（昭和 27年法律第 187号）第２条に規定する長期信用
銀行の本店、支店その他の営業所 

シ 労働金庫法（昭和 28年法律第 227号）による労働金庫の事務所 

ス 銀行法（昭和 56年法律第 59号）第２条第１項に規定する銀行の本店、
支店その他の営業所 

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の商業施設のうち次に掲げるものの用に供
するもの 
ア 物品販売業を営む店舗及び飲食店 

イ 理容師法（昭和 22年法律第 234号）第１条の２第３項に規定する理容
所 

ウ 質屋営業法（昭和 25年法律第 158号）第１条第２項に規定する質屋の

営業所 
エ クリーニング業法（昭和 25年法律第 207号）第２条第４項に規定する
クリーニング所 

オ 宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）第２条第３号に規定する
宅地建物取引業者の事務所 

カ 旅行業法（昭和 27年法律第 239号）第２条第１項に規定する旅行業を

営む者の営業所 
キ 美容師法（昭和 32年法律第 163号）第２条第３項に規定する美容所 
ク 貸衣装屋 

ケ イからクまでに掲げるものに類するサービス業を営む店舗 

用途面積が 200平方
メートル以上のもの 

６ 公共交通機関の 
施設 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91
号）第２条第６号に規定する旅客施設 

全てのもの（同法
第８条第１項の規

定により旅客施設
を新たに建設し、
又は大規模な改良

をする場合にあっ
ては、別表第２の
２の表１の項(1)か

ら(3)まで及び２の
項に規定する整備
項目に係る部分に

限る。） 
７ 駐車場 駐車場法（昭和 32年法律第 106号）第２条第２号に規定する路外駐車場の用

に供するもの（自動車の駐車の用に供する部分に駐車場法施行令（昭和 32年政

令第 340号）第 15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるも
の（以下「機械式駐車場」という。）を除く。） 

駐車場法第 12条の
規定による届出を

しなければならな
いもの 

８ 共同住宅 共同住宅又は寄宿舎の用に供するもの 用途面積が 1,000平
方メートル以上のも
の 

９ 事務所 事務所の用に供するもの（１の項及び５の項に該当するものを除く。） 

10 宿泊施設 旅館業法（昭和 23年法律第 138号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営
業を除く。）の用に供するもの 

11 公衆浴場 公衆浴場法（昭和 23年法律第 139号）第１条第１項に規定する公衆浴場の用
に供するもの 

用途面積が 500平方
メートル以上のもの 

12 地下街等 消防法（昭和 23年法律第 186号）第８条の２第１項に規定する地下街及び消

防法施行令（昭和 36年政令第 37号）別表第１（16の３）項に掲げる建築物の
地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
の用に供するもの 

全てのもの 

13 運動施設 体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場
の用に供するもの 

用途面積が 1,000平
方メートル以上のも

の 

14 興行・遊興施設 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び遊技場の用に供するもの 用途面積が 300平方
メートル以上のもの 

15 展示施設 展示場の用に供するもの 用途面積が 1,000平
方メートル以上のも

の 
16 工場 工場の用に供するもの 

17 公衆便所 公衆便所の用に供するもの（他の用途の施設の附属施設であるものを除く。） 全てのもの 

18 複合用途建築物 １の項から 17 の項までに掲げるものの２以上の異なる用途に供する建築物

（異なる用途に供する部分が明確に区画され、出入口等の主要な部分を共用し
ないものを除く。） 

用途面積が 1,000平

方メートル以上のも
の 

備考 用途面積とは、当該用途に供する部分の床面積の合計をいう。 
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別表第２（第２条関係） 

１ 公共交通機関の施設以外の公共的施設に関する整備基準 

整備項目 整     備     基     準 

１ 敷地内通路等 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げる
ものであること。ただし、別表第１の２の項(３)に掲げる動物園等にあっては、この限りでない。 
ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 
（ア）手すりを設けること。 
（イ）踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものとすること。 
（ウ）段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア）勾配が 12分の１を超え、又は高さが 16センチメートルを超え、かつ、勾配が 20分の１
を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

（イ）その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識

別できるものとすること。 
(2) 道又は公園、広場その他の空き地（以下「道等」という。）から不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として障害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）まで及び駐車場から利用居

室又は道等までの経路のうち、それぞれ１以上の経路を障害者等が円滑に利用できる経路（以下
「主たる経路」という。）とし、当該主たる経路を構成する敷地内の通路は、(１)に定めるほか、
次に掲げるものであること。 

ア 有効幅員（内のりをいう。以下同じ。）は、140センチメートル以上とすること。 
イ 階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は７の項に定める構造のエレベーター及びそ
れ以外の昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18年

政令第 379号）第 18条第２項第６号に規定する車椅子使用者が円滑に利用することができる
ものとして国土交通大臣が定める構造のものに限る。）（以下「エレベーター等」という。）
を併設する場合は、この限りでない。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 
（ア）有効幅員は、段に代わるものにあっては 140センチメートル以上、段に併設するものにあ

っては 90センチメートル以上とすること。 

（イ）勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが 16センチメートル以下のものにあっ
ては、８分の１を超えないこと。 

（ウ）高さが 75センチメートルを超えるもの（勾配が 20分の１を超えるものに限る。）にあっ

ては、高さ 75センチメートル以内ごとに踏幅が 150センチメートル以上の踊場を設けるこ
と。 

エ 戸を設ける場合には、次に掲げるものであること。 

（ア）有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 
（イ）自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、そ

の前後に高低差がないこと。 

オ 排水溝を設ける場合は、盲人安全つえ、車椅子のキャスター等（以下「つえ等」という。）
が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 

(3) 別表第１の２の項(３)に掲げる動物園等において、動物園等の敷地に接する道へ通ずる出入

口又は駐車場へ通ずる出入口を設ける場合は、それぞれ１以上の出入口及び主要な敷地内の通
路は、別表第２の４の表１の項、２の項及び９の項(１)に定める構造とすること。この場合にお
いて、「園路」とあるのは、「敷地内の通路」と読み替えるものとする。 

２ 傾斜路 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれ

に併設するものに限る。）を設ける場合は、次に定める構造とすること。 
(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、６の項に定める構造の段に併設す

るものにあっては、90センチメートル以上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、12分の１を超えないこと。ただし、高低差が 16センチメートル以下の場合は、
８分の１を超えないこと。 

(3) 高低差が 75センチメートルを超える場合は、75センチメートル以内ごとに踏幅が 150センチ

メートル以上の踊場を設けること。 
(4) 両側には、側壁又は高さ５センチメートル以上の立ち上がり部を設けること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

(5) 手すりを適切な高さに設けること。 
(6) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
(7) その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識

別できるものとすること。 
(8) 傾斜路の端部は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

３ 駐車場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する駐車場（機械式駐車場を除く。以
下同じ。）を設ける場合は、次に定める構造の車椅子使用者の利用しやすい駐車区画（以下「車椅子
使用者用駐車区画」という。）を１（駐車台数の合計が 100台を超えるときは、駐車台数の合計に 100

分の１を乗じて得た数。ただし、その数に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げるものと
する。）以上設けること。ただし、別表第１の８の項に掲げる公共的施設のうち寄宿舎及び用途面積
が 2,000平方メートル未満の共同住宅（以下「小規模共同住宅」という。）並びに同表の９の項及び

16の項に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。 
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 
(2) 駐車場の出入口又は４の項に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる

位置であって、水平な場所に設け、かつ、車椅子使用者用駐車区画から４の項に定める構造の出
入口等に至る通路のうち、１以上の通路は、１の項(２)に定める構造とすること。ただし、別表
第１の２の項(３)に掲げる動物園等にあっては、車椅子使用者用駐車区画から１の項(３)に定

める構造の敷地内通路へ通ずる通路又は４の項に定める構造の出入口等に至る通路は、１の項
(３)に定める構造とすること。 
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４ 出入口又は改札
口及びレジ通路（以
下「出入口等」とい

う。） 

(1) 主たる経路を構成する出入口のうち直接屋外へ通ずる主要な出入口、改札口及びレジ通路（以
下「主要な出入口等」という。）を設ける場合は、次に定める構造の主要な出入口等をそれぞれ
１以上設けること。 

ア 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 
イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けないこと。 
ウ 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 

エ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 
(2) 屋外若しくは駐車場へ通ずる出入口（主要な出入口等を除く。）及び主たる経路を構成する出

入口（直接屋外へ通ずる主要な出入口を除く。）は、有効幅員を 80 センチメートル以上とし、

(１)のイからエまでに定める構造とすること。ただし、別表第１の３の項に掲げる医療施設のう
ち病室（患者を収容する施設をいう。）を有しないもの（以下「無床診療所」という。）で用途
面積が 500平方メートル未満のもの（以下「小規模無床診療所」という。）、同表の５の項(３)

に掲げる商業施設のうち用途面積が 200 平方メートル以上 500 平方メートル未満のもの（以下
「小規模店舗」という。）及び同表の 14 の項に掲げる興行・遊興施設のうち用途面積が 300 平
方メートル以上 1,000平方メートル未満のもの（以下「小規模興行・遊興施設」という。）にあ

っては、この限りでない。 

５ 廊下その他これ

に類するもの（以下
「廊下等」という。） 

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、

又は滑りにくい材料で仕上げること。 
(2) 主たる経路を構成する廊下等（７の項に定める構造のエレベーターを設ける場合にあっては、

当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含む。）は、(１)に定めるほか、次に掲げるものであ

ること。ただし、小規模無床診療所、小規模店舗及び小規模興行・遊興施設にあっては、この限
りでない。 
ア 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 

イ 段を設けないこと。ただし、２の項に定める構造の傾斜路又はエレベーター等を設ける場合
は、この限りでない。 

ウ 端部は、車椅子の転回に支障がない構造とし、かつ、50 メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 
エ 別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除く。）にあっては、適切な高さに手す
りを設けること。 

オ 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 

６ 階段 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する階段を設ける場合は、次に定める
構造とすること。 

(1) 主たる階段は、回り階段としないこと。 
(2) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
(3) 手すりを適切な高さに設けること。 

(4) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
(5) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易

に識別できるものとすること。 

７ エレベーター (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる４の
項(１)に定める構造の主要な出入口等がない階を有する公共的施設で、床面積の合計が 1,000平

方メートル以上であるもの（別表第１の８の項、９の項、16の項及び 18の項（８の項、９の項
又は 16 の項に掲げる公共的施設を含むものに限る。）に掲げる公共的施設にあっては、４階以
上の階を有するものに限る。）にあっては、籠が当該階に停止する次に定める構造のエレベータ

ーを１以上設けること。ただし、不特定かつ多数の者又は主として障害者等が直接屋外へ通ずる
４の項(１)に定める構造の主要な出入口等のある階でサービスの提供を受け、又は商品等を購
入することができる等の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 
イ 籠の内のり幅は 140 センチメートル以上とし、籠の内のり奥行きは 135 センチメートル以
上とし、及び籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、別表第１の８の

項、９の項、16 の項及び 18 の項（８の項、９の項又は 16 の項に掲げる公共的施設を含むも
のに限る。）に掲げる公共的施設において、電動車椅子使用者が乗降できる構造の籠を設ける
場合は、この限りでない。 

ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造とし、戸の開閉時間を制御する装置を設けること。 
エ 籠内には、適切な高さに手すりを設置するとともに、戸の開閉状態等を確認することができ
る鏡を配置すること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 
カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位
置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字及

び文字等の浮き彫り、音による案内等により視覚障害者が円滑に操作することができる構造と
すること。 

キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装
置を設けること。 

ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 
サ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その有効幅員及び有効奥行き（内のりをいう。）は、

150センチメートル以上とすること。 

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる４の
項(１)に定める構造の主要な出入口等がない階を有する公共的施設（(１)に該当する施設を除
く。）にあっては、籠が当該階に停止する(１)に定める構造のエレベーターを１以上設けるよう

努めること。 

８ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所を設ける場合（無床診療
所、小規模店舗及び小規模興行・遊興施設において設ける場合を除く。）は、次に定める構造の

便所を１以上（男女用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けること。ただし、アに定める
便房、エ又はオに定める便房及びケに定める便房は、それぞれを別に設けた場合と同等以上の機 
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 能を有すると認められる場合は、これらを組み合わせて同一の便房に設けることができる。 
ア 次に定める構造の車椅子使用者用便房（車椅子使用者が利用しやすい便房をいう。以下同
じ。）を１以上設けること。 

（ア）出入口は、主たる経路に接続すること。 
（イ）腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。 
（ウ）車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保すること。 

（エ）出入口には、車椅子使用者用便房である旨（当該便房に介助用大型ベッド（障害者、高齢
者等のおむつ交換その他の介助等の用に供するためのベッドで、長さが 120 センチメート
ル以上のものをいう。以下同じ。）を設けた場合は、その旨を含む。）を分かりやすい方法

で表示すること。 
イ 便所及びアに定める便房の出入口は、次に掲げるものであること。 
（ア）有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 

（イ）戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 
ウ 別表第１の１の項（事務所の用に供するものに限る。以下ウにおいて同じ。）、２の項（(２)
から(４)までの用に供するものに限る。以下ウにおいて同じ。）、３の項及び 13の項から 15

の項までに掲げる公共的施設（用途面積が 1,000平方メートル以上であるものに限る。）、同
表５の項に掲げる公共的施設（用途面積が 2,000平方メートル以上であるものに限る。）、同
表 17 の項に掲げる公共的施設又は同表 18 の項に掲げる公共的施設（同表１の項から３の項

まで、５の項又は 13 の項から 15 の項までに掲げる公共的施設を含むものであって、これら
の施設の用途面積の合計が 2,000平方メートル以上であるものに限る。）であって、不特定か
つ多数の障害者、高齢者等で介助等を必要とするものが利用するものにあっては、アに定める

便房のうち１以上の便房に、介助用大型ベッドを設けるよう努めること。ただし、不特定かつ
多数の障害者、高齢者等で介助等を必要とするものが利用できる介助用大型ベッドを当該公
共的施設内の別の場所に設ける場合は、この限りでない。 

エ 用途面積が 1,000 平方メートル以上である公共的施設（別表第１の１の項（事務所の用に
供するものに限る。以下エにおいて同じ。）、２の項（(２)から(４)までの用に供するものに
限る。以下エにおいて同じ。）、５の項、13の項及び 18の項（同表１の項、２の項、５の項

又は13の項に掲げる公共的施設を含むものであって、これらの施設の用途面積の合計が 1,000
平方メートル以上であるものに限る。）に掲げるものであって、不特定かつ多数の乳幼児同伴
者（乳幼児を同伴する者をいう。以下同じ。）が利用するものに限る。カにおいて同じ。）に

あっては、乳幼児用の椅子を設けた便房を１以上設け、その旨を当該便房の出入口に分かりや
すい方法で表示すること。 

オ エに該当する施設以外の公共的施設にあっては、乳幼児用の椅子を設けた便房を１以上設

け、その旨を当該便房の出入口に分かりやすい方法で表示するよう努めること。 
カ 用途面積が 1,000 平方メートル以上である公共的施設にあっては、乳幼児用のベッドその
他のおむつ交換のための設備を設けること。ただし、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用で

きるおむつ交換のための設備を当該公共的施設内の別の場所に設ける場合は、この限りでな
い。 

キ カに該当する施設以外の公共的施設にあっては、乳幼児用のベッドその他のおむつ交換の

ための設備を設けるよう努めること。ただし、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用できるお
むつ交換のための設備を当該公共的施設内の別の場所に設ける場合は、この限りでない。 

ク 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた次に定める構造の便房を
１以上設けること。ただし、幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園にあっては、この限
りでない。 

（ア）腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。 
（イ）出入口には、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房である

旨を分かりやすい方法で表示すること。 

コ 便所の出入口には、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等を設けた便所で
ある旨を、当該便房等の有する機能に応じて、分かりやすい方法で表示すること。 

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所（(１)に定める構造のも

のを除く。）を設ける場合は、次に定める構造の便所を１以上（男女用の区別があるときは、そ
れぞれ１以上）設けること。 
ア 便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 

イ 便所及び便房の出入口の戸は、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 
ウ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 
エ 障害者等が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置し、４の項(２)に定

める構造の出入口を設けた便房を１以上設けること。 
オ 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高
さが 35センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設けるこ

と。 
カ 障害者等が円滑に利用できる構造とし、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器を１以
上設けること。 

９ 浴室、シャワー室
等 

別表第１の３の項に掲げる医療施設(無床診療所を除く。)、４の項、10の項、11の項及び 13の項
に掲げる公共的施設において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する浴

室、シャワー室等を設ける場合は、次に定める構造の浴室、シャワー室等をそれぞれ１以上（男女用
の区別があるときは、それぞれ１以上）設けること。 
(1) 出入口は、次に掲げるものであること。 

 ア 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 
 イ 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 

(2) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。  

(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 
(4) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 
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10 客室 別表第１の４の項及び 10 の項に掲げる公共的施設において、不特定かつ多数の者が利用し、又は
主として障害者等が利用する客室を設ける場合は、次に定める構造の客室を１（客室数の合計が 100
室を超えるときは、客室数の合計に 100分の１を乗じて得た数。ただし、その数に１未満の端数があ

るときは、これを１に切り上げるものとする。）以上設けること。 
(1) 出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 
(2) 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 
(3) 必要に応じて、手すりを設けること。 

(4) 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な広さを確保すること。 
(5) ベッドを設ける場合は、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保すること。 
(6) 便所は、次に掲げるものであること。ただし、別表第１の４の項に掲げる公共的施設において

客室の外部に８の項(１)に定める構造の便所を設ける場合及び同表 10 の項に掲げる公共的施設
において当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所（アに定める便房
が設けられたものに限る。）が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）

設けられている場合は、この限りでない。 
ア 便所内に次に定める構造の車椅子使用者用便房を設けること。 
（ア）腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。 

（イ）車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な床面積を確保すること。 
イ アに定める便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであるこ
と。 

（ア）有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 
（イ）戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 

(7) 浴室、シャワー室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築

物に不特定かつ多数の者が利用する浴室、シャワー室等（次に掲げるものに限る。）が１以上（男
子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。 
ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 
ウ 出入口は、(６)イに掲げるものであること。 
エ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

11 客席及び舞台 別表第１の１の項、２の項、４の項及び 13の項から 15の項までに掲げる公共的施設において、不
特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する客席及び舞台を設ける場合は、次に定

める構造とすること。 
(1) 次に定める構造の車椅子で利用できる席（以下「車椅子使用者用客席」という。）を２（客席

数の合計が 500席を超えるときは、客席数の合計に 200分の１を乗じて得た数。ただし、その数

に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げるものとする。）以上設けること。 
ア １席当たりの幅は 90センチメートル以上、奥行きは 140センチメートル以上とすること。 
イ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 車椅子使用者用客席に至る通路は、５の項(２)アからウまでに定める構造とすること。 
(2) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることができるような経路をそれぞれ

１以上確保すること。 

12 標識及び案内設
備 

(1) 障害者等が円滑に利用できるように、車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８の項(１)
に定める構造の便所又は授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場
所に設けた場合は、その場所を含む。以下(１)及び(２)において同じ。）の付近には、それぞれ

当該車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、同項(１)に定める構造の便所又は授乳及びおむ
つ交換のための場所があることを表示する標識を設けること。ただし、小規模無床診療所、小規
模店舗、小規模共同住宅及び小規模興行・遊興施設並びに別表第１の７の項、８の項（寄宿舎の

用に供するものに限る。）、９の項、12 の項及び 16 の項から 18 の項までに掲げる公共的施設
にあっては、この限りでない。 

(2) 障害者等が円滑に利用できるように、案内板その他の設備を次のように設けること。ただし、

案内所を設ける場合は、この限りでない。 
ア 建築物（小規模無床診療所、小規模店舗、小規模共同住宅及び小規模興行・遊興施設並びに
別表第１の７の項、８の項（寄宿舎の用に供するものに限る。）、９の項、12の項及び 16の

項から 18 の項までに掲げる公共的施設を除く。(２)において同じ。）又はその敷地には、当
該建築物又はその敷地内の車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８の項(１)に定める構
造の便所又は授乳及びおむつ交換のための場所の配置を表示した案内板その他の設備を設け

ること。ただし、当該車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、同項(１)に定める構造の便
所又は授乳及びおむつ交換のための場所の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

イ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内のエレベーター等、８の項(１)に定め

る構造の便所又は授乳及びおむつ交換のための場所の配置を点字及び文字等の浮き彫り、音声
等（条例第４章の規定の適用を受ける特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律第２条第 19 号に規定する特別特定建築物及び条例第 29 条各号に掲げる同

法第２条第 18 号に規定する特定建築物をいう。）以外の公共的施設にあっては、点字）によ
り視覚障害者に示すための設備を設けること。 

(3) (１)及び(２)に定める標識及び案内板その他の設備の設置に当たっては、その表記内容につ

いて、色の識別をしにくい者が円滑に利用できるように、見分けやすい色の組合せを用いて表示
要素ごとの明度、色相及び彩度の差を確保するよう配慮すること。 

13 誘導設備 非常時に障害者等が安全に外部に出られるように、次に定める構造とすること。 

(1) 非常口とするものについては、段を設けないこと。 
(2) 非常口、廊下等及び階段の必要な箇所には、非常時を知らせる点滅灯又は点滅灯と連動した電

光表示板を設けるよう努めること。 

(3) 一斉放送できる設備を設けるよう努めること。 
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14 カウンター及び
記載台又は公衆電
話台 

カウンター及び記載台又は公衆電話台を設ける場合は、次に定める構造のカウンター及び記載台又
は公衆電話台をそれぞれ１以上設けること。ただし、無床診療所、小規模店舗、小規模興行・遊興施
設及び別表第１の８の項に掲げる共同住宅にあっては、この限りでない。 

(1) カウンター及び記載台又は公衆電話台の高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さとし、か
つ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 

(2) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 

15 視覚障害者の安

全かつ円滑な利用
に必要な設備 

(1) 道等から 12 の項(２)イに定める構造の設備又は案内所までの経路（駐車場から４の項に定め

る構造の出入口等に至る経路を除く。）は、そのうち１以上を、次に掲げる視覚障害者が円滑に
利用できる経路とすること。ただし、小規模無床診療所、小規模店舗及び小規模興行・遊興施設
並びに別表第１の７の項から９の項まで及び 16 の項に掲げる公共的施設にあっては、この限り

でない。 
ア 視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに
類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又

は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）及び点状ブロック
等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられてお
り、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる

ものをいう。以下同じ。）を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障
害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内の経路及
び用途面積が 200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な

出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導
が適切に実施される場合における当該経路については、この限りでない。 

イ 経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、

点状ブロック等を敷設すること。 
（ア）車路に近接する部分 
（イ）段がある部分又は傾斜(勾配が 20 分の１を超えないもの及び高さが 16 センチメートルを

超えず、かつ、勾配が 12分の 1を超えないものを除く。)がある部分の上端に近接する部分 
(2) 次の場所（別表第１の８の項に掲げる公共的施設のうち、共同住宅（小規模共同住宅を除く。）

にあっては、ア（６の項に定める構造の階段の上端に近接する廊下等の部分に限る。）及びエに

掲げる場所に限る。）は、視覚障害者が円滑に利用できるように、点状ブロック等を敷設し、又
は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、小規模無床診療
所、小規模店舗、小規模共同住宅及び小規模興行・遊興施設並びに別表第１の７の項、８の項（寄

宿舎の用に供するものに限る。）、９の項及び 16 の項に掲げる公共的施設にあっては、この限
りでない。 
ア ２の項に定める構造の傾斜路及び６の項に定める構造の階段の上端及び下端に近接する廊

下等の部分 
イ ２の項に定める構造の傾斜路の傾斜（勾配が 20分の１を超えないもの及び高さが 16センチ
メートルを超えず、かつ、勾配が 12 分の１を超えないものを除く。）がある部分の上端に近

接する踊場の部分（駐車場に設けるもの及び傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものを
除く。） 

ウ ４の項(１)に定める構造の主要な出入口等のうち、それぞれ１以上の主要な出入口等（屋内

に設ける改札口及びレジ通路を除く。）又は各利用居室相互間の経路の出口の戸の前後 
エ ６の項に定める構造の階段の段がある部分の上端に近接する踊場の部分（駐車場に設けるも
の及び段がある部分と連続して手すりを設けるものを除く。） 

オ エスカレーターの端部等特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所 
(3) ２の項に定める構造の傾斜路、５の項に定める構造の廊下等及び６の項に定める構造の階段

に設ける手すりの端部には、必要に応じて、点字その他の案内設備を設けること。 

(4) ８の項に定める構造の便所及び 10 の項に定める構造の客室の出入口には、点字その他の案内
設備を設けること。 

(5) エスカレーターを設ける場合には、くし板をステップ部と区別しやすい色とすること。 

16 聴覚障害者の安
全かつ円滑な利用
に必要な設備 

聴覚障害者が安全かつ円滑に利用できるように、次のように整備すること。 
(1) 別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除く。）及び５の項（(１)又は(２)の用に

供するものに限る。）に掲げる商業施設にあっては、利用者（施設を利用し、当該施設において

サービス等の提供を受ける者をいう。以下同じ。）の案内、呼出しのための窓口等を設ける場合
は、文字により情報を表示する設備を１以上の窓口等に設けること。 

(2) (１)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者の案内、呼出しのための窓口等を設

ける場合は、文字により情報を表示する設備を１以上の窓口等に設けるよう努めること。 
(3) 別表第１の１の項、２の項（(２)から(４)までの用に供するものに限る。）及び４の項に掲げ

る公共的施設にあっては、利用者の利用に供する会議室を設ける場合は、スクリーン等を備え、

スクリーン等に文字を映し出せる機器を設けること。 
(4) (３)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者の利用に供する会議室を設ける場

合は、スクリーン等を備え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を設けるよう努めること。 

(5) 用途面積が 1,000平方メートル以上である公共的施設（別表第１の１の項、２の項、４の項及
び 13の項から 15の項までに掲げるものに限る。）にあっては、利用者の利用に供する客席を設
ける場合は、難聴者の聴力を補う設備を設けること。 

(6) (５)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者の利用に供する客席を設ける場合
は、難聴者の聴力を補う設備を設けるよう努めること。 

(7) 別表第１の１の項に掲げる官公庁施設、２の項(２)に掲げる教育文化施設、３の項に掲げる医

療施設（無床診療所を除く。）及び４の項に掲げる福祉施設において、受付等を設ける場合は、
手話通訳者を配置するよう努めること。 

17 授乳及びおむつ
交換場所 

(1) 用途面積が 1,000平方メートル以上である公共的施設（別表第１の１の項（事務所の用に供す
るものに限る。以下(１)において同じ。）、２の項（(２)から(４)までの用に供するものに限る。
以下(１)において同じ。）、５の項、13の項及び 18の項（同表１の項、２の項、５の項又は 13

の項に掲げる公共的施設を含むものであって、これらの施設の用途面積の合計が 1,000 平方メ
ートル以上であるものに限る。）に掲げるものであって、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用
するものに限る。）にあっては、次に定める構造の乳幼児同伴者の利用に供する授乳及びおむつ

交換のための場所を１以上（授乳のための場所とおむつ交換のための場所を別々に設ける場合   
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 は、それぞれ１以上。ただし、便所におむつ交換のための設備を設けたときは、授乳のための場
所を１以上とする。）設けること。 
ア 出入口の有効幅員は、乳幼児同伴者の利用に配慮した幅員とすること。 

イ 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものであること。 
ウ 出入口は、主たる経路に接続すること。 
エ 出入口には、その場所が授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表

示すること。ただし、授乳のための場所とおむつ交換のための場所を別々に設けた場合等は、
当該場合に応じた表示をすること。 

(2) (１)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、(１)に定める構造の乳幼児同伴者の利用

に供する授乳及びおむつ交換のための場所を１以上（授乳のための場所とおむつ交換のための
場所を別々に設ける場合は、それぞれ１以上。ただし、便所におむつ交換のための設備を設けた
ときは、授乳のための場所を１以上とする。）設けるよう努めること。 

18 休憩場所 利用者の利用に供する休憩のための場所を設けるよう努めること。 

19 施設の整備計画
の策定等への障害
者等その他の関係

者の参画 

別表第１の１の項に掲げる公共的施設にあっては、施設の整備計画の策定等への障害者等その他の
関係者の参画を得るよう努めること。 

備考 別表第１の８の項に掲げる公共的施設にあっては、この表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利

用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し」とあるの
は「多数の者が利用し」と、「不特定かつ多数の者又は主として障害者等」とあるのは「多数の者」とする。 
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２ 公共交通機関の施設に関する整備基準 

整備項目 整     備     基     準 

１ 障害者等の円滑
な通行に適する経
路（以下「移動等円

滑化された経路」と
いう。） 

公共用通路（旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であっ
て、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。）と公共車両等の乗降口との間の経路においては、
次に定める構造の移動等円滑化された経路を乗降場ごとに１以上設けること。 

(1) 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、別表第２の１の表２の項に定める
構造の傾斜路又は(４)に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾
斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、障害者等の円滑な利用に適した構造の

エスカレーターをもってこれに代えることができる。 
(2) 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口は、別表第２の１の表４の項(１)に定める構造と

すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、同表の１の表６の項に定め

る構造とし、同表の１の表２の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 
(3) 移動等円滑化された経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅員は、140 センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとし、かつ、50メートル以内
ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を 120センチメートル
以上とすることができる。 

イ 戸を設ける場合は、有効幅員を 90センチメートル以上とし、自動的に開閉する構造又は障害者
等が円滑に利用できる構造とすること。 

ウ 段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、別表第２の１

の表６の項に定める構造とし、同表の１の表２の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 
エ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 
オ 照明設備が設けられていること。 

(4) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とすること。 
ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上であること。 
イ 籠の内のり幅は 140センチメートル以上であり、内のり奥行きは 135センチメートル以上であ

ること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降でき
る構造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）
については、この限りでない。 

ウ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられて
いること。ただし、イただし書に規定する場合は、この限りでない。 

エ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外

及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互
いに視覚的に確認できる構造であること。 

オ 籠内に手すり（握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。）が設けられていること。 

カ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。 
キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備が設けられていること。 
ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が

設けられていること。 
ケ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられているこ
と。 

コ 籠内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうち、それぞれ１以上は、点字が貼り付
けられていること等により、視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。 

サ 乗降ロビーの幅は 150センチメートル以上であり、奥行きは 150センチメートル以上であるこ

と。 
シ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。た
だし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が

設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が２のみである場合は、この限りでない。 
(5) 移動等円滑化された経路を構成する通路及び次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設

し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の

誘導を行う者が常駐する２以上の設備がある場合であって、当該２以上の設備間の誘導が適切に実
施されるときは、当該２以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 
ア 別表第２の１の表２の項に定める構造の傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 

イ 別表第２の１の表４の項(１)に定める構造の主要な出入口等の戸の前後 
ウ 別表第２の１の表６の項に定める構造の階段の上端及び下端に近接する通路等 
エ (４)に定める構造のエレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤に近接する通路等 

オ ５の項に定める案内標示に近接する通路等 
カ ６の項に定める構造の乗車券等販売所、案内所等に近接する通路等 
キ その他特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所 

２ 改札口 (1) 改札口を設ける場合は、移動等円滑化された経路に、別表第２の１の表４の項(１)ア、イ及びエ
に定める構造の改札口を１以上設け、視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設すること。 

(2) 自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、
容易に識別することができる方法で表示すること。 

３ プラットホーム

等 

プラットホーム等は、次に定める構造とすること。 

(1) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 
(2) 次に定める設備が設けられていること。 

ア 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位

置に停止させることができるプラットホーム（鋼索鉄道に係るものを除く。）にあっては、ホー
ムドア又は可動式ホーム柵（旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、視
覚障害者用誘導ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備） 

イ アに掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、
視覚障害者用誘導ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備 

(3) プラットホームの線路側以外の端部には、利用者の転落を防止するための柵が設けられている 

  



 

Ⅵ-20 
 

  

  こと。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他利用者が転落するおそれのない場合は、
この限りでない。 

(4) 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられ

ていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合又はホーム
ドア若しくは可動式ホーム柵が設けられている場合は、この限りでない。 

(5) 照明設備が設けられていること。 

４ 便所 利用者の利用に供する便所を設ける場合は、次に定める構造の便所を１以上（男女用の区別があると
きは、それぞれ１以上）設けること。 
(1) 次に定める構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

ア 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。 
イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保すること。 

(2) 便所及び(１)に定める便房の出入口は、別表第２の１の表４の項（２）に定める構造とすること。

ただし、同項（１）イについては、同表２の項に定める構造の傾斜路を設ける場合は、この限りで
ない。 

(3) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(4) 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが 35セ
ンチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設けること。 

(5) 障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を１以上設けること。 

(6) 便所内に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設ける
こと。 

(7) 便所の出入口には、車椅子使用者用便房のある便所である旨を分かりやすい方法で表示するこ

と。 
５ 案内標示 

 

(1) 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための

設備を備えること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、
この限りでない。 

(2) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設

備（以下「移動等円滑化のための主要な設備」という。）又は(４)に規定する案内板その他の設備
の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けること。 

(3) (２)の標識は、日本産業規格Ｚ8210に適合するものとすること。 

(4) 公共用通路に直接通ずる出入口（鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。(６)
において同じ。）の付近には、移動等円滑化のための主要な設備の配置を表示した案内板その他の
設備を備えること。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、

この限りでない。 
(5) (４)の案内板その他の設備は、別表第２の１の表 12の項(３)に定める構造とすること。 
(6) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の

配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 

６ 乗車券等販売所、
案内所等 

(1) 券売機、カウンター及び記載台又は公衆電話台を設ける場合は、次に定める構造の券売機、カウ
ンター及び記載台又は公衆電話台をそれぞれ１以上設けること。 

ア 券売機、カウンター及び記載台又は公衆電話台の高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さと
し、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込みを設けること。 

イ 券売機及び公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造とすること。 

(2) カウンター及び記載台には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること。
この場合においては、当該設備を保有している旨を表示すること。 

(3) 利用者の休憩の用に供する設備を１以上設けること。ただし、利用者の円滑な流動に支障を及ぼ

すおそれのある場合は、この限りでない。 
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３ 道路に関する整備基準 

整備項目 整     備     基     準 

１ 歩道及び自転車
歩行者道（以下「歩
道等」という。） 

 

 

歩道等を設ける場合は、次に定める構造とすること。 
(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とするよう努めること。 
(2) 歩道等（車両乗り入れ部を除く。）の横断勾配は、２パーセント以下とすること。 

(3) 歩道等のすりつけ勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他特別の理由
によりやむを得ない場合においては、８パーセント以下とすることができる。 

(4) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。 

ア 車道との境界部分の段差は、２センチメートルを標準とし、かつ、車椅子使用者の通行に支障
がない構造とすること。 

イ すりつけ区間と車道と接する部分の間に、長さ 150センチメートル以上の水平区間を設けるよ

う努めること。 
(5) 横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。 
(6) 歩道等の舗装は、次に定める構造とすること。 

ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況
その他特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

イ 平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

(7) 排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 
２ 横断歩道橋及び
地下横断歩道（以下

「立体横断施設」と
いう。） 

障害者等の移動の円滑化のために立体横断施設が必要であると認められる場合は、次に定める構造と
すること。 

(1) 階段は、回り階段としないこと。 
(2) 階段、傾斜路及び踊場には、両側に手すりを設けること。 
(3) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(4) 車椅子使用者に配慮したエレベーター又は適切に踊場を設けた傾斜路を設けるよう努めること。 

３ 視覚障害者誘導

用ブロック 

(1) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分、立体横断施設の昇降口の部分等の注意

を喚起する必要のある場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 
(2) 公共交通機関の施設から視覚障害者の利用が多い施設へ通ずる歩道等にあっては、進路や施設の

案内を行うことが必要である場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

４ 視覚障害者用信
号機 

信号機により交通整理の行われている交差点又は横断歩道において、視覚障害者の横断の安全を確保
する必要がある場合は、視覚障害者用信号機を設置するよう努めること。 
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４ 公園に関する整備基準 

整備項目 整     備     基     準 

１ 出入口 敷地に接する道へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口を設ける場合は、次に定める構造の出入口
をそれぞれ１以上設けること。 
(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 
(3) 段を設けないこと。ただし、地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合は、３の項に定める

構造とし、４の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

(4) 車止めの柵を設ける場合は、柵と柵の間隔は、90センチメートルを標準とすること。 
(5) 出入口からの水平距離が 150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 
２ 園路 (1) 主要な園路は、次に定める構造とすること。 

ア 有効幅員は、180 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由に
よりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障がないものとし、かつ、

50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を 120センチ
メートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、４パーセント以下とすること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、

８パーセント以下とすることができる。 
ウ ３パーセント以上の縦断勾配が 30 メートル以上続く場合は、途中に長さ 150 センチメートル
以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、園路際に車椅

子使用者等の利用に支障がない退避スペースを設置すること。 
エ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや
むを得ない場合は、２パーセント以下とすることができる。 

オ 段を設けないこと。ただし、地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合は、３の項に定め
る構造とし、４の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

カ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 

キ 必要に応じて、手すりを設けること。 
ク 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 
ケ 縁石を設ける場合は、切下げの有効幅員は 180センチメートル以上とし、かつ、段差は２セン

チメートル以下、すりつけ勾配は８パーセント以下とすること。 
コ 排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 

(2) 障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の障害者等の

転落を防止するための設備が設けられていること。 

３ 階段 利用者の利用に供する階段を設ける場合は、次に定める構造とすること。 

(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 
(2) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、この限りでない。 

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 
(4) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限

りでない。 

(5) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 
(6) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 
(7) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この

限りでない。 

４ 傾斜路 利用者の利用に供する傾斜路を設ける場合は、次に定める構造とすること。 
(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 
(2) 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。 

(3) 横断勾配は、設けないこと。 
(4) 高低差が 75 センチメートルを超える場合は、75 センチメートル以内ごとに長さ 150 センチメー

トル以上の踊場を設けること。 

(5) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な
い場合は、この限りでない。 

(6) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、こ

の限りでない。 
(7) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

５ 便所 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所は、次に定める基準に適合

した構造とすること。 
ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。  
イ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが 35セン

チメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器が設けられていること。  
ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。  

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち

１以上は、(１)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとすること。  
ア 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に障害者等の円滑な利用に
適した構造を有する便房が設けられていること。  

イ 障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。  
(3) (２)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものとすること。  

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

（ア）幅は、80センチメートル以上とすること。 
（イ）(ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 
（ウ）地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

（エ）障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設
けられていること。 
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 （オ）戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
ａ 幅は、80センチメートル以上とすること。 
ｂ 障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 
(4) (２)アの便房は、次に掲げる基準に適合した構造とすること。 

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。  

イ 出入口には、当該便房が障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識
が設けられていること。  

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。  

エ 障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 
(5) (３)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(４)の便房について準用する。 
(6) (２)アの便房のうち１以上の便房に、介助用大型ベッドを設けるよう努めること。ただし、不特

定かつ多数の障害者、高齢者等で介助等を必要とするものが利用できる介助用大型ベッドを当該公
園内の別の場所に設ける場合は、この限りでない。 

６ 駐車場 利用者の利用に供する駐車場を設ける場合は、次に定める構造の車椅子使用者用駐車区画を駐車台数

の合計が 200 台以下のものにあっては、駐車台数の合計に１/50 を乗じて得た数（ただし、その数に１
未満の端数があるときは、これを１に切り上げた数）以上を、駐車台数の合計が 200台を超えるときは、
駐車台数の合計に１/100を乗じて得た数（ただし、その数に１未満の端数があるときは、これを１に切

り上げた数）に２を加えた数以上を設けること。 
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 
(2) ２の項に定める構造の園路又は広場に近接した水平な場所に設け、かつ、車椅子使用者用駐車区

画へ通ずる園路は、２の項に定める構造とすること。 
(3) 車椅子使用者用駐車区画である旨を分かりやすい方法で表示すること。 

７ 案内標示 (1) 案内標示（施設全体の利用に関する情報を提供する案内板、掲示板及び標識をいう。以下この項

において同じ。）を設置する場合は、次に定める構造とすること。  
ア 障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 
イ 当該案内標示に表示された内容が容易に識別できるものであること。 

ウ 案内板及び標識は、別表第２の１の表 12の項(３)に定める構造とすること。 
(2) 案内板のうち１以上は、１の項に定める出入口の付近に設けること。 

８ 附帯設備 
 

ベンチ、屋外卓及びその他の設備を設ける場合は、障害者等が円滑に利用できる構造のものを設ける
こと。 

９ 視覚障害者の安

全かつ円滑な利用
に必要な設備 

 

視覚障害者が安全かつ円滑に利用できるように、次のように整備すること。 

(1) 次の場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、駐車場から１の項に定める
構造の出入口に至る園路にあっては、この限りでない。 
ア 敷地に接する道から１の項に定める構造の出入口に至る経路 

イ ３の項に定める構造の階段の上端及び下端に近接する園路又は広場並びに踊場の部分 
ウ ４の項に定める構造の傾斜路の上端及び下端に近接する園路又は広場 
エ ２の項に定める構造の園路の要所や特に視覚障害者の注意を喚起することが必要である場所 

(2) ７の項(１)に定める構造の案内板には、点字その他の案内設備を設けること。 

 



第 1号様式（第 3条関係） （縦30センチメートル、横22センチメートル）

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

適 合 証

備考 1 材質は、アクリル樹脂製とします。

2 マークの地の部分の色は、青とします。
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第 2号様式（第 3条関係） （公共的施設用） （用紙 日本工業規格A4縦長型）

適合証交付請求書

年 月 日

神奈川県知事

（神奈川県
殿

士木事務所長）

請求者の住所［法人にあっては、所在地、

氏名 名称及び代表者の氏名 ］ 
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第16条第 1項の規定により、適合証の交付を受け

たいので、次のとおり請求します。

名 称

所 在 地

種 類

規 模 敷地面積 可 建築面積 吋

建築物 の 延 べ 面 積 五

（ ） m! 

用 （ ） m! 
途
の （ ） 可
内

（ ） 可訳

土/‘ヒ 有 部 分 吋

自動車の駐車の用に供する面積
可 工事完了年月 年 月

（路外駐車場の場合）

事前協議の有無 有 （終了年月 13 ／番号 ）．佃’‘‘‘ 指定薦設エ乾了且の有信 有・無

住所 法人名

連 絡 先

氏名 電話

※受 付 欄 年 月 日 第 万ロ

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図書を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



1上 Bl 広八わ

連 絡 先

氏名

※受 付 欄 年 月 日

電話

第 号

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図書を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



住所

連 絡 先

氏 名

※受 付 欄 年 月 日

法人名

電話

第 号

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図書を添付してください。
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64497919
テキストボックス
日本産業規格Ａ４縦長型）



第５号様式（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設以外

の公共的施設（動物園等以外の公共的施設）用）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

適 合 状 況 項 目 表                

名 称       

所 在 地       

       

整 備 項 目 整       備       基       準 適 合 状 況 備考 チェック 

１ 敷地内通路

等 
(１) 敷地内の通路の構造 

 ア 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

 イ 段の構造 

  (ア) 手すりの設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

  (イ) 踏面の端部と周囲の部分との容易な識別 適 否   

  (ウ) つまずきの原因となるものを設けない構造 適 否   

 ウ 傾斜路の構造 

(ア) 勾配が１／12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が

１／20を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 
適 否   

勾配 １／   

高さ ㎝   

  (イ) 前後の通路との容易な識別 適 否   

(２) 主たる経路を構成する敷地内通路の構造 

 ア 有効幅員は、140㎝以上 適 否   

㎝   

イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又は

エレベーター等を併設 
適 否   

 ウ 傾斜路の構造 

(ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は140㎝以上、段に併設

するものの場合は、90㎝以上 
適 否   

㎝   

(イ) 勾配は、１／12以下。高さ16㎝以下の場合は、１／８以下 適 否   

勾配 １／   

高さ ㎝   

(ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が１／20を超える場合は、高さ

75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 
適 否   

高さ ㎝   

 エ 戸の構造 

  (ア) 有効幅員は、90㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に

高低差がない 
適 否   

 オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 適 否   

２ 傾斜路 (１) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 縦断勾配は、１／12以下。高低差16㎝以下の場合は、１／８以下 適 否   

勾配 １／   
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高低差 ㎝   

(３) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 適 否   

高低差 ㎝   

(４) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部の設置 適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

㎝   

(５) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(６) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(７) 前後の廊下等との容易な識別 適 否   

(８) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造 適 否   

３ 駐車場 車椅子使用者用駐車区画の設置（駐車台数の総数  台）（100台以下の

場合１区画以上、100台を超える場合１／100以上） 
適 否   

区画   

車 
 

 

椅 
 

 

子 
 

 

使 
 
 

用 
 
 

者 
 

 

用 
 
 

駐 
 

 

車 
 
 

区 
 
 

画 
 

 

の 
 
 

構 
 
 

造 

(１) 幅は、350㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 駐車場の出入口又は４に定める構造の出入口等までの経路の

長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置 
適 否   

(３) 接続する通路の構造 

 ア 有効幅員は、140㎝以上 適 否   

㎝   

イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路

又はエレベーター等を併設 
適 否   

 ウ 傾斜路の構造 

(ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は140㎝以上、段に

併設するものの場合は、90㎝以上 
適 否   

㎝   

(イ) 勾配は、１／12以下。高さ16㎝以下の場合は、１／８以

下 
適 否   

勾配 １／   

高さ ㎝   

(ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が１／20を超える場合は、

高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 
適 否   

高さ ㎝   

 エ 戸の構造 

(ア) 有効幅員は、90㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前

後に高低差がない 
適 否   

   オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 適 否   

４ 出入口等 (１) 主要な出入口等の構造 

 ア 有効幅員は、90㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

 エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(２) 主要な出入口等以外の出入口の構造 
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 ア 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

 エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

５ 廊下等 (１) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(２) 主たる経路を構成する廊下等の構造 

 ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を

併設 
適 否   

ウ 端部は、車椅子の転回に支障がない構造であり、かつ、50ｍ以内

ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 
適 否   

エ 適切な高さの手すりの設置（無床診療所を除く医療施設） 適 否   

オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

６ 階段 (１) 主たる階段は、回り階段としない 適 否   

(２) つまずきの原因となるものを設けない構造 適 否   

(３) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(４) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(５) 踏面の端部と周辺部分との容易な識別 適 否   

７ エレベータ

ー 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者が利用し、か

つ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階 
有 無   

(２) (１)有の場合の床面積の合計（共同住宅、事務所、工場及びこれ

らのいずれかを含む複合用途建築物にあっては、床面積及び階数） 
㎡   

階   

(３) エレベーターの設置 

 

エ 

ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 適 否   

籠 ㎝   

昇降路 ㎝   

 

 
 

レ 
 
 
 

ベ 
 
 

 

ー 
 

 
 

タ 
 

 
 

ー 
 
 
 

の 
 
 

 

構 
 

 
 

造 

イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上で、籠の

構造は車椅子の転回に支障がない構造 
適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造で、戸の開閉時間を制

御する装置を設置 
適 否   

構造 適・否   

装置 適・否   

エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認するこ

とができる鏡の設置 
適 否   

手すり 適・否   

鏡 適・否   

オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制

御装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に

操作できる構造（点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等） 
適 否   

キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装

置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉

鎖を音声により知らせる装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
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ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知

らせる装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、

150㎝以上 
適 否   

高低差なし 適・否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

８ 便所 (１) 便所の構造 

 ア 車椅子使用者用便房の構造 

(ア) 出入口は、主たる経路に接続 適 否   

(イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否   

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

洗面器 有・無   

鏡 有・無   

(ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な

空間を確保 
適 否   

(エ) 出入口に、車椅子使用者用便房である旨(介助用大型ベッド

を設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示 
適 否   

 イ 便所及びアに定める構造の便房の出入口の構造 

  (ア) 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

便所 ㎝   

アの構造の

便房 
㎝   

    (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、

   前後に高低差がない 
適 否   

便所 適・否   

アの構造の

便房 
適・否   

エ 乳幼児用の椅子を設けた便房を設置し、便房の出入口に、その旨

を分かりやすい方法で表示 
適 否   

設置 有・無   

表示 適・否   

 カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

 ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の構造 

(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否   

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

洗面器 有・無   

鏡 有・無   

(イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水

洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表示 
適 否   

コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等

を設けた便所である旨を当該便房等の有する機能に応じて、分かり

やすい方法で表示 

適 否   

車椅子使用

者用便房 
有・無   

介助用大型

ベッド 
有・無   
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乳幼児用の

椅子 
有・無   

おむつ交換

設備 
有・無   

水洗器具を

設けた便房 
有・無   

(２)  (１)に定める構造の便所以外の便所の構造 

 ア 便所の出入口の有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過で

きる構造で、かつ、前後に高低差がない 
適 否   

 ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

 エ 便房の構造 

(ア) 障害者等が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適

切に配置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

  (イ) 出入口の構造 

    a 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

    b 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

c 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、か

つ、前後の高低差がない 
適 否   

d 床面は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

オ 男子用小便器は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式の小便器

（受け口の高さ35㎝以下）その他これらに類する小便器 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切

に配置した洗面器の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

手すり 適・否   

鏡 適・否   

９ 浴室、シャ

ワー室等 
(１) 出入口の構造 

 ア 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の

前後に高低差がない 
適 否   

(２) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 適 否   

浴槽 適・否   

シャワー 適・否   

手すり 適・否   

(３) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 適 否   

(４) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

10 客室 客室の設置（客室数の総数  室）（100室以下の場合１室以上、100室

を超える場合１／100以上） 
適 否   

室   

 

 

(１) 出入口の構造 
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客 

 

室 

 

の 

 

構 

 

造 

 ア 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

イ 戸は、障害者等が容易に開閉できる構造で、かつ、戸の前後

に高低差がない 
適 否   

(２) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(３) 必要に応じて、手すりの設置 適 否   

(４) 車椅子使用者が円滑に利用し、回転できるように、十分な広

さを確保 
適 否   

(５) ベッドは、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保 適 否   

(６) 便所の構造 

 ア 車椅子使用者用便房の構造 

(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否   

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

洗面器 有・無   

鏡 有・無   

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十

分な床面積を確保 
適 否   

 イ アに定める構造の便房及び便所の出入口の構造 

(ア) 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、か

つ、戸の前後に高低差がない 
適 否   

(７) 浴室、シャワー室等の構造 

 ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 適 否   

浴室 適・否   

シャワー 適・否   

手すり 適・否   

 イ 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 適 否   

 ウ 出入口の構造 

(ア) 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、か

つ、前後に高低差がない 
適 否   

 エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

11 客席及び舞

台 

(１) 車椅子使用者用客席の設置（客席数の総数  席）（500席以下

の場合２席以上、500席を超える場合１／200以上） 
適 否   

席   

車 

椅 

子 

使 

用 

者 

用 

客 

席 

の 

ア 幅は90㎝以上、奥行きは140㎝以上 適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   
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㎝   

 

 

構 

造 

(イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベー

ター等の併設 
適 否   

(ウ) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造であり、かつ、50

ｍ以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 
適 否   

(２) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることがで

きる経路の確保 
適 否   

12 標識及び案

内設備 

(１) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構

造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッド

を便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の標識を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

駐車区画 適・否   

エレベータ

ー等 
適・否   

８（１）の

構造の便所 
適・否   

授乳・おむ

つ交換場所 

 

適・否   

介助用大型

ベッド 
適・否   

(２) 案内板その他の設備の設置 

ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構

造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッ

ドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を

表示した案内板を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

駐車区画 適・否   

エレベータ

ー等 
適・否   

８（１）の

構造の便所 
適・否   

授乳・おむ

つ交換場所 

 

適・否   

介助用大型

ベッド 
適・否   

イ エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びお

むつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設け

た場合は、その場所を含む。）の配置を点字及び文字の浮き彫り、

音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 

適 否   

(３) 標識及び案内板その他の設備の設置に当たり、見分けやすい色の

組合せを用いることにより、明度差、色相差、彩度差を確保するよう

配慮 

適 否   

13 誘導設備 非常口とするものには、段を設けない 適 否   

14 カウンター

及び記載台又

は公衆電話台 

(１) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、

車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み 
適 否   

(２) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 適 否   

15 視覚障害者

の安全かつ円

滑な利用に必

要な設備 

(１) 道等から12(２)イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造 

ア 線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組合せによる敷設又

は音声等による誘導設備の設置 
適 否   

 イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設 

(ア) 車路に近接する部分 適 否   

(イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 適 否   

(２) 点状ブロック等の敷設又は音声等の方法による誘導設備の設置 

 ア 傾斜路及び階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 適 否   

 イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場の部分 適 否   

 ウ 主要な出入口又は各利用客室相互間の経路の出口の戸の前後 適 否   

 エ 階段の段がある部分の上端に近接する踊場の部分 適 否   

 オ その他の注意喚起場所 適 否   

(３) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置 

 ア ２に定める構造の傾斜路 適 否   

 イ ５に定める構造の廊下等 適 否   
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 ウ ６に定める構造の階段 適 否   

(４) 点字その他の案内設備を出入口に設置 

 

 ア ８に定める構造の便所 適 否   

 イ 10に定める構造の客室 適 否   

(５) エスカレーターのくし板は、ステップ部と区別しやすい色 適 否   

16 聴覚障害者
の安全かつ円
滑な利用に必
要な設備 

(１) 利用者の案内、呼出しのための窓口等には、文字情報表示設備の

設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(３) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン

等に文字を映し出せる機器を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(５) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

17 授乳及びお
むつ交換場所 

(１) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造 

ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保 適 否   

イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

ウ 出入口は、主たる経路に接続 適 否   

エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりや

すい方法で表示 
適 否   

備考１ 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒

コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してくだ

さい。 

  ２ 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に

通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経

路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15(１)アの備考欄には、

視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示

方法を併せて記載してください（書き切れない場合は、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付してください。）。 
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第５号様式の２（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設

以外の公共的施設（動物園等）用）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

適 合 状 況 項 目 表                
名 称       

所 在 地       

       

整 備 項 目 整       備       基       準 適 合 状 況 備考 チェック 

１ 敷地内通路

等 
(１) 敷地に接する道へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造 

 ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

段 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

構 
 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

傾 
 

 
 

斜 
 

 
 

路 
 
 

 

の 
 

 
 

構 
 
 

 

造 
(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 
適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 適 否   

㎝   

 オ 出入口からの水平距離が150㎝以上の水平面を確保 適 否   

(２) 駐車場へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造 

 ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

 
 イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
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段 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

構 
 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

傾 
 
 
 

斜 
 

 
 

路 
 
 

 

の 
 

 
 

構 
 

 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 適 否   

㎝   

 オ 出入口からの水平距離が150㎝以上の水平面を確保 適 否   

(３) 主要な敷地内の通路の構造 

 ア 有効幅員は、180㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 縦断勾配は、４％以下 適 否   

％   

 ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、長さ150㎝以上の水

平部分を設置 
適 否   

ｍ   

 エ 横断勾配は、１％以下 適 否   

％   

 

 オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 適 否   

段 
 
 

の 
 
 

構 
 

 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   
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(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

傾 
 
 
 

斜 
 

 
 

路 
 
 

 

の 
 

 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 カ 両側は、転落を防ぐ構造 適 否   

 キ 必要に応じて、手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

 ク 路面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

ケ 縁石の切下げの有効幅員は180㎝以上、段差は２㎝以下、すりつ

け勾配は８％以下 
適 否   

切下げの 

有効幅員 
㎝   

段差 ㎝   

勾配 ％   

 コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(４) 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等

を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(５) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 

 ア 敷地に接する道から出入口に至る経路 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

イ 階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並びに踊場

の部分 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

 ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

 エ 敷地内の通路の要所や注意喚起場所 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

２ 傾斜路 (１) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 縦断勾配は、１／12以下。高低差16㎝以下の場合は、１／８以下 適 否   

勾配 １／   

高低差 ㎝   

(３) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 適 否   

高低差 ㎝   

(４) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部の設置 適 否   

㎝   

(５) 適切な高さの手すりの設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(６) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ 適 否   
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(７) 前後の廊下等との容易な識別 適 否   

(８) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造 適 否   

３ 駐車場 車椅子使用者用駐車区画の設置（駐車台数の総数   台）（100台以下

の場合１区画以上、100台を超える場合１／100以上） 
適 否   

区画   

 
 

車 
 

 

椅 
 
 

子 
 
 

使 
 
 

用 
 

 

者 
 
 

用 
 

 

駐 
 
 
 

車 
 

 

区 
 

 
画 

 
 

の 
 

 

構 
 

 

造 

(１) 幅は、350㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 駐車場の出入口又は４に定める構造の出入口等までの経路
の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置 適 否   

(３) 接続する通路の構造 

 ア 有効幅員は、180㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 縦断勾配は、４％以下 適 否   

％   

 ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、長さ150㎝以

上の水平部分を設置 
適 否   

ｍ   

 エ 横断勾配は、１％以下 適 否   

％   

オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併

設 
適 否   

段 
 

 
 

 

の 
 

 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(エ) 回り段がない 適 否   
 

構 
 

 
 

 

造 

(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 
適 

(設置有) 

否 

(設置無) 
  

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていない 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

傾 
 

 
 

斜 
 

 
 

路 
 
 

 

の 
 

 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

 オ 両側は、転落を防ぐ構造 適 否   

 カ 必要に応じて、手すりを設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
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 キ 路面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

ク 縁石の切下げの有効幅員は180㎝以上、段差は２㎝以下、

すりつけ勾配は８％以下 
適 否   

切下げの 

有効幅員 
㎝   

段差 ㎝   

勾配 ％   

ケ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

コ 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロ

ック等を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(５) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 

ア 敷地に接する道から出入口に至る経路 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

イ 階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並び

に踊場の部分 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

エ 敷地内の通路の要所や注意喚起場所 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

４ 出入口等 (１) 主要な出入口等の構造 

 ア 有効幅員は、90㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

 エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

 
(２) 主要な出入口等以外の出入口の構造 

 ア 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

 イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

 エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

５ 廊下等 (１) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(２) 主たる経路を構成する廊下等の構造 

 ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を

併設 
適 否   

ウ 端部は、車椅子の転回に支障がない構造であり、かつ、50ｍ以内

ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 
適 否   

エ 適切な高さの手すりの設置 適 否   

オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

６ 階段 (１) 主たる階段は、回り階段としない 適 否   

(２) つまずきの原因となるものを設けない構造 適 否   

(３) 適切な高さの手すりを設置 適 否   

(４) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(５) 踏面の端部と周辺部分との容易な識別 適 否   

７ エレベータ (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者が利用し、か

つ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階 
有 無   
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ー 
(２) (１)有の場合の床面積の合計 ㎡   

(３) エレベーターの設置 

 

エ 
 
 
 
 
 

 

レ 
 
 
 

 
 

ベ 
 
 
 
 
 

ー 
 

 
 
 
 

タ 

ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 適 否   

籠 ㎝   

昇降路 ㎝   

イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上で、籠

の構造は車椅子の転回に支障がない構造 
適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造で、戸の開閉時間を

制御する装置を設置 
適 否   

構造 適・否   

装置 適・否   

エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状況等を確認する

ことができる鏡の設置 
適 否   

手すり 適・否   

鏡 適・否   

 

 
 

 
 

ー 
 
 

 
 
 

の 
 

 
 
 
 

構 
 

 
 

 
 

造 

オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に

制御装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑

に操作できる構造（点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等） 
適 否   

キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する

装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の

閉鎖を音声により知らせる装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により

知らせる装置を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは

150㎝以上 
適 否   

高低差なし 適・否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

８ 便所 (１) 便所の構造 

 ア 車椅子使用者用便房の構造 

(ア) 出入口は、主たる経路に接続 適 否   

(イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否   

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

洗面器 有・無   

鏡 有・無   

(ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な

空間を確保 
適 否   

(エ) 出入口に、車椅子使用者用便房である旨(介助用大型ベッド

を設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示 
適 否   

 

 イ 便所及びアに定める構造の出入口の構造 

  (ア) 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

便所 ㎝   
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アの構造の

便房 
㎝   

    (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、

前後に高低差がない 
適 否   

便所 適・否   

アの構造の

便房 
適・否   

エ 乳幼児用の椅子を設けた便房を設置し、便房の出入口に、その旨

を分かりやすい方法で表示 
適 否   

設置 有・無   

表示 適・否   

 カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

 ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

  ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の構造 

(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否   

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

洗面器 有・無   

鏡 有・無   

(イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水

洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表示 
適 否   

コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等

を設けた便所である旨を、当該便房等の有する機能に応じて、分か

りやすい方法で表示 

適 否   

車椅子使用

者用便房 
有・無   

介助用大型

ベッド 
有・無   

乳幼児用の

椅子 
有・無   

おむつ交換

設備 
有・無   

水洗器具を

設けた便房 
有・無   

 

(２)  (１)に定める構造の便所以外の便所の構造 

 ア 便所の出入口の有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過で

きる構造で、かつ、前後に高低差がない 
適 否   

 ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

 エ 便房の構造 

(ア) 障害者等が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適

切に配置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

腰掛便座 有・無   

手すり 有・無   

  (イ) 出入口の構造 

    a 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

    b 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否   

c 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、か

つ、前後の高低差がない 
適 否   
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d 床面は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

オ 男子用小便器は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式の小便器

（受け口の高さ35㎝以下）その他これらに類する小便器 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切

に配置した洗面器の設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

手すり 適・否   

鏡 適・否   

11 客席及び舞

台 

(１) 車椅子使用者用客席の設置（客席数の総数  席）（500席以下の

場合２席以上、500席を超える場合１／200以上） 
適 否   

席   

車 

椅 

子 

使 

用 

者 

用 

客 

席 

の 

構 

造 

ア 幅は90㎝以上、奥行きは140㎝以上 適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造  

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベー

ター等の併設 
適 否   

(ウ) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造であり、かつ、

50ｍ以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 
適 否   

(２) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることがで

きる経路の確保 
適 否   

12 標識及び案

内設備 

(１) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構

造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッド

を便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の標識を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

駐車区画 適・否   

エレベータ

ー等 
適・否   

８（１）の

構造の便所 
適・否   

授乳・おむ

つ交換場所 

 

適・否   

介助用大型

ベッド 
適・否   

(２) 案内板その他の設備の設置 

ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構

造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッ

ドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を

表示した案内板を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

駐車区画 適・否   

エレベータ

ー等 
適・否   

８（１）の

構造の便所

  

適・否   

授乳・おむ

つ交換場所 

 

適・否   

介助用大型

ベッド 
適・否   

イ エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びお

むつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設け

た場合は、その場所を含む。）の配置を点字及び文字の浮き彫り、

音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 

適 否   

(３) 標識及び案内板その他の設備の設置に当たり、見分けやすい色の

組合せを用いることにより、明度差、色相差、彩度差を確保するよう

配慮 

適 否   

13 誘導設備 非常口とするものには、段を設けない 適 否   

14 カウンター

及び記載台又

は公衆電話台 

(１) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、

車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み 
適 否   

(２) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 適 否   
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15 視覚障害者

の安全かつ円

滑な利用に必

要な設備 

(１) 道等から12(２)イに定める構造の設備又は案内所までの経路 

ア 線状ブロック等及び点状ブロック等の適切な組合せによる敷設又

は音声等による誘導設備の設置 
適 否   

 イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設 

(ア) 車路に近接する部分 適 否   

(イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 適 否   

(２) 点状ブロック等の敷設又は音声等の方法による誘導設備の設置 

 ア 傾斜路及び階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 適 否   

 イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場 適 否   

 

ウ 主要な出入口又は各利用客室相互間の経路の出入口の戸の前後部

分 
適 否   

 エ 階段の段がある部分の上端に近接する踊場の部分 適 否   

 オ その他の注意喚起場所 適 否   

(３) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置 

 ア ２に定める構造の傾斜路 適 否   

 イ ５に定める構造の廊下等 適 否   

 ウ ６に定める構造の階段 適 否   

(４) 点字その他の案内設備を出入口に設置 

 ア ８に定める構造の便所 適 否   

 イ 10に定める構造の客室 適 否   

(５) エスカレーターのくし板は、ステップ部と区別しやすい色 適 否   

16 聴覚障害者
の安全かつ円
滑な利用に必
要な設備 

(３) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン

等に文字を映し出せる機器を設置 

適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

(５) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置 
適 

（設置有） 

否 

（設置無） 
  

17 授乳及びお
むつ交換場所 

(１) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造 

ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保 適 否   

イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後

に高低差がない 
適 否   

ウ 出入口は、主たる経路に接続 適 否   

エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりや

すい方法で表示 
適 否   

備考１ 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒

コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してくだ

さい。 

  ２ 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に

通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経

路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15(１)アの備考欄には、

視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示

方法を併せて記載してください（書き切れない場合は、同欄に「別紙のとおり」

と記載し、別紙を添付してください。）。 
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第６号様式（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設用）

（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

適 合 状 況 項 目 表                

名 称  

所 在 地  

 

整 備 項 目 整      備      基      準 適 合 状 況 備考 チェック 

１ 移動等円滑
化された経路 

(１) 高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターの設置 

傾 
 
 
 

斜 
 
 
 

路 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

ア 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの
場合は、90㎝以上 

適 否   

㎝   

イ 縦断勾配は、１／12以下。高低差16㎝以下の場
合は、１／８以下 

適 否   

勾配 １／    

高低差 ㎝   

ウ 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場
の設置 

適 否   

高低差 ㎝   

エ 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり
部の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

㎝   

オ 適切な高さの手すりの設置 適 否   

カ 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

キ 前後の廊下等との容易な識別 適 否   

ク 端部は、車椅子の転回に支障がない構造 適 否   

エ 
 
 
 

レ 
 
 
 

ベ 
 
 
 

ー  
 

 

タ 
 
 
 

ー 
 
 
 

の 
 
 

ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ80㎝以
上 

適 否   

籠 ㎝   

昇降路 ㎝   

 

イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは
135㎝以上 

適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

ウ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇
降路の出入口を確認できるための鏡の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

鏡 適・否   

エ 籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に
確認できる構造 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

オ 籠内に手すりの設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

カ 籠及び昇降路の開扉時間を延長する機能 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位
置を表示する装置を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入
口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

ケ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に
操作できる位置に操作盤を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

 

構 
 
 

造 

コ 籠内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、視覚障
害者が容易に操作できる構造（点字等） 適 否   

サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは150㎝以上 適 否   

幅 ㎝   
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奥行き ㎝   

シ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声
により知らせる設備の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(２) 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口の構造 

ア 有効幅員は、90㎝以上 適 否   

㎝   

イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けな
い。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設 

適 否   

段 
 

の 
 

構 
 

造 

(ア) 主たる階段は、回り階段としない 適 否   

(イ) つまずきの原因となるものが設けられていな
い構造 

適 否   

(ウ) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(エ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上
げ 

適 否   

(オ) 踏面の端部と周辺部分との容易な識別 適 否   

傾 
 
 
 

斜 
 
 
 

路 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するもの
の場合は、90㎝以上 

適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、１／12以下。高低差16㎝以下の
場合は、１／８以下 

適 否   

勾配 １／    

高低差 ㎝   

(ウ) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊
場の設置 

適 否   

 

 
高低差 ㎝   

(エ) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上が
り部の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

㎝   

(オ) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(カ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上
げ 

適 否   

(キ) 前後の廊下等との容易な識別 適 否   

(ク) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造 適 否   

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造
で、かつ、前後に高低差がない 

適 否   

エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否   

(３) 移動等円滑化された経路を構成する通路の構造 

ア 有効幅員は、140㎝以上 適 否   

㎝   

イ 戸は、有効幅員を90㎝以上とし、自動的に開閉又
は障害者等が円滑に利用できる構造 

適 否   

 

ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾
斜路を併設 

適 否   

段 
 

の 
 

構 
 

造 

(ア) 主たる階段は、回り階段としない 適 否   

(イ) つまずきの原因となるものが設けられていな
い構造 

適 否   

(ウ) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(エ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上
げ 

適 否   

(オ) 踏面の端部と周辺部分との容易な識別 適 否   

 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設する場合
は、90㎝以上 

適 否   

㎝   
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傾
 
 
斜
 
 
路
 
 
の
 
 
構
 
 
造 

(イ) 縦断勾配は、１／12以下。高低差16㎝以下の
場合は、１／８以下 

適 否   

勾配 １／    

高低差 ㎝   

(ウ) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊
場の設置 

適 否   

高低差 ㎝   

(エ) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上が
り部の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

㎝   

(オ) 適切な高さの手すりの設置 適 否   

(カ) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上
げ 

適 否   

(キ) 前後の廊下等との容易な識別 適 否   

(ク) 端部は、車椅子の転回に支障がない構造 適 否   

 

エ 床面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

オ 照明設備の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(４) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの構造 

ア 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ80㎝以上 適 否   

籠 ㎝   

昇降路 ㎝   

イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135
㎝以上 

適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

ウ 籠内に車椅子使用者が乗車する際に籠及び昇降路
の出入口を確認するための鏡の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

エ 籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確
認できる構造 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

オ 籠内に手すりの設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

カ 籠内及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長す
る機能 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置
を表示する設備の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

 

ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口
の戸の閉鎖を音声により知らせる設備の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

ケ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に操
作できる位置に操作盤を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

コ 籠内及び乗降ロビーに設ける操作盤は、視覚障害
者が容易に操作ができる構造（点字等） 

適 否   

籠内 適・否   

乗降ロビー 適・否   

サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150㎝以
上 

適 否   

幅 ㎝   

奥行き ㎝   

シ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声に
より知らせる設備の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(５) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設又は音声誘導設備の設置 

ア 移動等円滑化された経路を構成する通路 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

イ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

ウ 主要な出入口等の戸の前後 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 
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エ 階段の上端及び下端に近接する通路等 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

オ エレベーターの乗降ロビーに設ける操作盤に近接
する通路等

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

カ 案内標示に近接する通路等 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

キ 乗車券等販売所、案内所等に近接する通路等 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

ク その他の注意喚起場所 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

２ 改札口 (１) 移動等円滑化された経路に設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(２) 有効幅員は、90㎝以上 適 否 

㎝ 

(３) 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否 

(４) 床面は、滑りにくい材料で仕上げ 適 否 

(５) 視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

３ プラットホ
ーム等 

(１) 床面は、滑りにくい仕上げ 適 否 

(２) ホームドア等の設置

ア 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が
一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停
止させることができるプラットホームにあっては、
ホームドア又は可動式ホーム柵の設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

イ アのプラットホーム以外のプラットホームにあっ
ては、ホームドア、可動式ホーム柵、視覚障害者用
誘導ブロック等転落防止の設備の設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(３) 線路側以外の端部に、転落防止柵の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(４) 列車の接近を文字等により警告するための設備及
び音声により警告するための設備の設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(５) 照明設備の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

４ 便所 (１) 車椅子使用者用便房の構造

ア 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 適 否 

腰掛便座 有・無 

手すり 有・無 

洗面器 有・無 

鏡 有・無 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう
に、十分な空間を確保 適 否 

(２) 便所及び（１）に定める構造の便房の出入口の構造

ア 有効幅員は、80㎝以上 適 否 

㎝ 

イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない 適 否 

ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造
で、かつ、前後に高低差がない 適 否 

エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ 適 否 

(３) 床面は、滑りにくい仕上げ 適 否 

(４) 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置
式小便器、壁掛式小便器（受け口の高さ35㎝以下）そ
の他これらに類する小便器を設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(５) 障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 
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(６) 便所内に、障害者等が円滑に利用できる構造の水
洗器具を設けた便房を設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(７) 便所の出入口に、車椅子使用者用便房がある旨の
分かりやすい表示

適 否 

５ 案内標示 (１) 車両等の運行に関する情報を文字等により表示する
ための設備及び音声により提供するための設備の設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(２) エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗
車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備又は
(４)の案内板その他の設備の付近には、これらの設備
があることを表示する標識を設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(３) (２)の標識は、日本工業規格Ｚ8210に適合 適 否 

(４) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近に、移動等
円滑化のための主要な設備の配置を表示した案内板そ
の他の設備の設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

(５) 案内板その他の設備の設置に当たり、見分けやす
い色の組合せにより、明度差、色相差、彩度差を確保
するよう配慮

適 否 

(６) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近等適切な場
所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点
字等の方法により視覚障害者に示すための設備を設置

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

６ 乗車券等販
売所又は案内
所 

(１) 券売機、カウンター及び記載台又は公衆電話台の高
さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部
には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み

適 否 

(２) 券売機及び公衆電話機は、障害者等が円滑に利用
できる構造

適 否 

(３) カウンター及び記載台に、聴覚障害者が文字によ
り意思疎通を図るための設備を設置。この場合、当該
設備を保有している旨を表示

適 否 

(３) 利用者の休憩の用に供する設備の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

備考 ５(５)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コ

ピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してください。 
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第７号様式（第３条関係）（道路用）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

適 合 状 況 項 目 表                

路 線 名  

所 在 地  

 

整 備 項 目 整    備    基    準 適 合 状 況 備考 チェック 

１ 歩道等 (１) 横断勾配は、２％以下 ％   

(２) 歩道等のすりつけ勾配は、５％以下 ％   

(３) 歩道等が、交差点又は横断歩道において車道と接
する部分の段差は、２㎝を標準とし、かつ、車椅子使
用者の通行に支障のない構造 

適 否   

(４) 横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同
一の高さですりつけ 

適 否   

(５) 歩道等の舗装 

ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造 適 否   

イ 平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げ 適 否   

(６) 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の
設置 

適 否   

２ 立体横断
施設 

(１) 階段は、回り階段としない 適 否   

(２) 階段、傾斜路及び踊場には、両側に手すりを設置 適 否   

(３) 路面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

３ 視覚障害
者誘導用ブ
ロック 

(１) 注意喚起場所に敷設 

ア 歩道等が交差点において車道と接する部分 適 否   

イ 歩道等が横断歩道において車道と接する部分 適 否   

ウ 立体横断施設の昇降口の部分 適 否   

エ その他の注意喚起場所 適 否   

(２) 公共交通機関の施設から視覚障害者の利用が多い
施設へ通ずる歩道等の案内必要場所に敷設 

適 否   
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第８号様式（第３条関係）（公園用）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

適 合 状 況 項 目 表                

名 称  

所 在 地  

 

整 備 項 目 整    備    基    準 適 合 状 況 備考 チェック 

１ 出入口 (１) 敷地に接する道へ通ずる出入口の構造 

ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾
斜路を併設 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

段 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていな
い構造 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

傾 
 

 

斜 
 
 

路 
 
 

の 
 
 

構 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 適 否   

㎝   

オ 出入口からの水平距離が150㎝以上の水平面を確保 適 否   

(２) 駐車場へ通ずる出入口の構造 

ア 有効幅員は、120㎝以上 適 否   | | I I 
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 ㎝   

イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾
斜路を併設 適 否   

段 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていな
い構造 適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

傾 
 
 

斜 
 

 

路 
 
 

の 
 
 

構 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(カ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

エ 車止めの柵の間隔は、90㎝が標準 適 否   

㎝   

オ 出入口からの水平距離は150㎝以上の水平面を確保 適 否   

２ 園路 (１) 主要な園路の構造 

ア 有効幅員は、180㎝以上 適 否   

㎝   

イ 縦断勾配は、４％以下 適 否   

％   

ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、長さ
150㎝以上の水平部分を設置 

適 否   

ｍ   

エ 横断勾配は、１％以下 適 否   

％   
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オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾
斜路を併設 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

段 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(カ) つまずきの原因となるものが設けられていな
い構造 

適 否   

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

傾 
 
 

斜 
 
 

路 
 
 

の 
 
 

構 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(キ) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

カ 両側は、転落を防ぐ構造 適 否   

キ 必要に応じて、手すりを設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

ク 路面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

ケ 縁石の切下げの有効幅員は180㎝以上、段差は２
㎝以下、すりつけ勾配は８％以下 

適 否   

切下げの
有効幅員 ㎝   

段差 ㎝   

勾配 ％   

コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の
設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(２) 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘
導用ブロック等を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

３ 階段 (１) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 両側に手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(３) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 
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(４) 回り段がない 適 否   

(５) 踏面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

(６) つまずきの原因となるものが設けられていない構造 適 否   

(７) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

４ 傾斜路 (１) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(３) 横断勾配は、設けない 適 否   

(４) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上の踊場 適 否   

高低差 ㎝   

(５) 両側に手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(６) 両側には、立ち上がり部の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(７) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

５ 便所 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所の構造 

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げ 適 否   

イ 男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器、壁
掛式小便器（受け口の高さ35㎝以下）その他これら
に類するものを設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

ウ イの小便器に、手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(２) (１)の便所のうち、１以上の便所の構造 

ア 便所内に障害者等の円滑な利用に適した構造の便
房を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

イ 障害者等の円滑な利用に適した構造 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(３) (２)アの便房のある便所の構造 

ア 出入口の構造 

(ア) 幅は、80㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段が
ない 適 否   

(ウ) 段を設ける場合は、傾斜路を併設 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(エ) 障害者等の円滑な利用に適した構造の便房の
設置を表示する標識の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(４) (２)アの便房の構造 

ア 出入口の幅は、80㎝以上 適 否   

㎝   
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 イ 出入口は、車椅子使用者が通過するのに支障とな

る段がない 
適 否   

ウ 出入口には、当該便房が障害者等の円滑な利用に
適した構造であることを表示する標識の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

エ 戸の構造 

(ア) 有効幅員は、80㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 障害者等が容易に開閉して通過できる構造 適 否   

オ 腰掛便座及び手すりの設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無） 
  

カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さの確保 適 否   

キ 障害者等の円滑な利用に適した構造の水洗器具の
設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

６ 駐車場 車椅子使用者用駐車区画の設置（駐車台数の総数   
 台）（200台以下の場合１／50以上、200台を超える場
合１／100に２を加えた数以上） 

適 否   

区画   

車 
 
 
 
 
 
 

椅 
 
 
 
 
 
 

子 
 
 
 
 
 
 

使 
 
 
 
 
 
 

用 
 
 
 
 
 
 

者 
 
 
 
 
 
 

用 

(１) 幅は、350㎝以上 適 否   

㎝   

(２) 園路又は広場に近接した水平な場所に設置 適 否   

(３) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる園路の構造 

ア 有効幅員は、180㎝以上 適 否   

㎝   

イ 縦断勾配は、４％以下 適 否   

％   

ウ ３％以上の縦断勾配が30ｍ以上続く場合は、
長さ150㎝以上の水平部分を設置 

適 否   

ｍ   

エ 横断勾配は、１％以下 適 否   

％   

オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合
は、傾斜路を併設 

適 否   

段 
 
 
 

の 
 
 
 

構 
 
 
 

造 

(ア) 有効幅員は、180㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無） 
  

(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け 
適 

（設置有） 
否 

（設置無） 
  

(エ) 回り段がない 適 否   

(オ) 路面は平たんで滑りにくい仕上げ 
適 

（設置有） 
否 

（設置無） 
  

(カ) つまずきの原因となるものが設けられて
いない構造 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(キ) 両側には、立ち上がり部の設置 適 否   
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駐 
 
 
 
 

車 
 
 
 
 

区 
 
 
 
 

画 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

構 
 
 
 
 

造 

傾 
 

斜 
 

路 
 

の 
 

構 
 

造 

(ア) 有効幅員は、120㎝以上 適 否   

㎝   

(イ) 縦断勾配は、８％以下 適 否   

％   

(ウ) 横断勾配は、設けない 適 否   

(エ) 高低差75㎝以内ごとに、長さ150㎝以上
の踊場 

適 否   

高低差 ㎝   

(オ) 両側に手すりを設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(カ) 両側には、立ち上がり部の設置 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ 適 否   

カ 両側は、転落を防ぐ構造 適 否   

キ 必要に応じて、手すりを設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

ク 路面は滑りにくい仕上げ 適 否   

ケ 縁石の切下げの有効幅員は120㎝以上、段差
は２㎝以下、すりつけ勾配は８％以下 

適 否   

切下げの
有効幅員 

㎝   

段差 ㎝   

勾配 ％   

コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝
蓋の設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(４) 転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害
者誘導用ブロック等を設置 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

(５) 車椅子使用者用駐車区画である旨の分かりや
すい表示 

適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

７ 案内標示 (１) 案内標示の構造 

ア 障害者等の円滑な利用に適した構造 適 否   

イ 案内標示に表示された内容が容易に識別 適 否   

ウ 案内板及び標識の設置に当たり、見分けやすい色
の組合せを用いることにより、明度差、色相差、彩
度差を確保するよう配慮 

適 否   

(２) １の出入口の付近に案内板の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

８ 附帯設備 (１) 障害者等が円滑に利用できるベンチ 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

(２) 障害者等が円滑に利用できる屋外卓 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(３) 障害者等が円滑に利用できるその他の設備（  
      ） 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

９ 視覚障害
者の安全か
つ円滑な利
用に必要な
設備 

(１) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

ア 敷地に接する道から出入口に至る経路 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

イ 階段の上端及び下端に近接する園路又は広場並び
に踊場の部分 

適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する園路又は広場 適 
（設置有） 

否 
（設置無） 

  

エ 園路の要所や注意喚起場所 
適 

（設置有） 
否 

（設置無）   

(２) 案内板には、点字その他の案内設備の設置 適 
（設置有） 

否 
（設置無）   

備考 ７(１)ウの備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コ

ピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してください。 
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第 9号様式（第 5条関係） （用紙 日本工業規格A4縦長型）

指定施設新築等（変更）事前協議暑

年 月 H
 

神奈川県知事

（神奈川県 土木事務所長）
殿

協議者の住所［法人にあっては、所在地、

氏名 名称及び代表者の氏名 ］ 
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第17条第 1項の規定により、次のとおり協議しま

す。

指定施 設 の 名 称

指 定 施設の所在地

指定施 設 の 種 類

新築（新設） ． 増築 ． 改築 ． 用途の変更 ． 
新築等の種類

大規模の修繕 大規模の模様替え． 
指定施 設 の 規 模 敷地面積 m2  建築面積 m2  

--------新築等の部分 その他の部分 合 計

建築物 の 延 べ 面 積 m2  m2  m2  

（ ） m2  m2  m2  

用 （ ） m2  m2  m2  

途
の （ ） m2  m2  m2  

内
（ ） m2  m2  m2  

訳

共用部分 m2  m2  m2  

自動車の駐車の用に供する面積
m2  

病室の有無
有

価’‘‘‘ （医療施設の場合）
． 

（路外駐車場の場合）

工事予定 年 月 日 着手 年 月 日 I完了 年 月 日

住所 法人名

連 絡 先

氏名 電話

※受 付 欄 年 月 日 第 方ロ

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図書を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



※審査 結果等

備考 l ※印の欄には、記入しないでください。

2 事前協議の対象となった部分の写真を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



連 絡 先

住所

氏名

※受 付 欄 年 月 日

法人名

電話

第 号

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図粛を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



住所 法人名

連 絡 先

氏 名 電話

※受 付 欄 年 月 日 第 号

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図書を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



' ぶ如｛

v‘‘  ‘̀一ヽ ‘̀一一

某準に滴合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させることが

できる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、閣係者に提示しなければならない。
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I ノJ H 

連 絡 先

住所

氏名

ノJ ノJ H 

※受 付 欄 年 月 日 第 号

※審査 結果等

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。

2 必要な図響を添付してください。
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64497919
テキストボックス
（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



5 申請の理由

6 備 考

※
受
付
欄

備考 l 正本 1部及び副本 1部を提出してください。

2 ※印の欄には、記入しないでください。
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64497919
テキストボックス
（第16号様式）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）



構造方法

4 備 考
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64497919
テキストボックス
（第16号様式）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）
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神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第 34条の規定による市町村
条例の認定 

 

 

 

神奈川県告示第 533号 
 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「県条例」とい
う。）第34条第１項の規定により、平成10年１月１日から川崎市福祉のまちづくり条例（平成９年川
崎市条例第36号）は、その内容が県条例の趣旨に則したものであり、かつ、県条例と同等以上の効果
が期待できるものと認めることとした。 

 

平成 21年９月 25日 

神奈川県知事 松沢 成文 
 
 
 

神奈川県告示第 534号 
 
 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「県条例」とい
う。）第34条第１項の規定により、平成10年３月20日から横浜市福祉のまちづくり条例（平成９年横
浜市条例第19号）は、その内容が県条例の趣旨に則したものであり、かつ、県条例と同等以上の効果
が期待できるものと認めることとした。 

 

平成 21年９月 25日 

神奈川県知事 松沢 成文 
 
 
 
 
 

神奈川県告示第 554号 

 

 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「県条例」とい
う。）第 34 条第２項の規定により、横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例
（平成 16年横浜市条例第 51 号）は、その内容が県条例第４章の規定と同等以上の効果が期待できるも
のと認めることとした。 

 

平成 21年 10月１日 

神奈川県知事 松沢 成文 

 

 
 
 

神奈川県告示第 555号 

 

 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下「県条例」とい
う。）第 34 条第２項の規定により、川崎市福祉のまちづくり条例（平成９年川崎市条例第 36号）は、
その内容が県条例第４章の規定と同等以上の効果が期待できるものと認めることとした。 

 

平成 21年 10月１日 

神奈川県知事 松沢 成文 

  

３ 
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事務処理の特例に関する条例 
 

（平成 11年 12月 24日神奈川県条例第 41号） 

最終改正 令和６年７月 19日神奈川県条例第 60号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 17の２第１項の規定に基づき、知事の権限

に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定め、もって市町村が処理する事務の

範囲等の拡大を図ることを目的とする。 

（市町村との調整） 

第２条 県は、知事の権限に属する事務について調査及び検討し、市町村が処理することが適当と認められる場合に

は、その事務をできる限り市町村が処理することとするよう市町村との調整に努めるものとする。 

２ 市町村の長から県に対し、当該市町村が処理することとするよう要請があった知事の権限に属する事務について

も、前項と同様とする。 

（市町村が処理する事務の範囲等） 

第３条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。 

 

附 則 

１ この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則（以下「法令等」という。）

の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日（以下「施行日」

という。）前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄

に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用につ

いては、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみな

す。 

 

附 則（令和３年 12月 24日条例第 87号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長がした自然環境保全条例（昭和 47年神奈川県条例第

52号）第 10条第１項又は第２項の規定による処分に係る同条例第 27条第１項の規定による事務については、改

正後の別表 21の２の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際改正前の別表 25の項、30の２の項及び 32の４の項の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの

法令、条例又は規則（以下「法令等」という。）の規定により市長又は町長がした処分その他の行為のうち、現に

その効力を有するもので、施行日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行

日以後における法令等の適用については、知事のした処分その他の行為とみなす。 

 

別表（第３条関係）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

32 の 17 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。

以下この項において「条例」という。）及び条例の施行のための規則に基づく次の事務 

(1) 条例第 16条の規定により、適合証の交付の請求を受理し、及び適合証を交付する

こと。 

(2) 条例第 17条第１項の規定により、指定施設の新築等の計画について、協議するこ

と。 

(3) 条例第 17条第２項の規定により、必要な指導及び助言を行うこと。 

(4) 条例第 18条の規定により、工事の完了の届出を受理すること。 

(5) 条例第 19条第１項の規定により、指定施設を検査すること。 

(6) 条例第 19条第２項の規定により、必要な指導及び助言を行うこと。 

(7) 条例第 20条の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。 

(8) 条例第 24条第１項の規定により、(3)及び(5)から(7)までに掲げる事務に関し、職

員に指定施設に立ち入り、調査させ、及び関係者に質問させること。 

(9) 条例第 25条の規定により、国等からの通知を受理すること。 

(10)  (1)から(9)までに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち、規則に基づく

事務で別に規則で定めるもの 

 

相模原市、横須賀市、 

平塚市、鎌倉市、 

藤沢市、小田原市、 

茅ケ崎市、秦野市、 

厚木市及び大和市 

４ 

http://k-base03.pref.kanagawa.jp/D1W_SAVVY/HTML_TMP/#JUMP_SEQ_47
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/D1W_SAVVY/HTML_TMP/#JUMP_SEQ_47
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事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定
める規則 

 

（平成 12年３月 31日神奈川県規則第 139号） 

最終改正 令和６年５月 31日規則第 51号 

 

（市町村が処理する事務） 

第１条 事務処理の特例に関する条例（平成 11年神奈川県条例第 41号。以下「特例条例」という。）別表の規則で

定める事務（特例条例別表４の２の項の規則で定める事務を除く。）は、別表の左欄に掲げる事務ごとにそれぞれ

同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 

 

附 則（平成 21年４月 28日規則第 44号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表 27の項の改正規定は平成 21年６月１日から、同表 43の項の

改正規定は同年 10月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年２月 25日規則第 10号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する 

 

別表（抜粋） 

20 の 15 特例条例別表 32 の

17の項(10)に掲げる事務 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則（平成８年神奈川県規則

第１号。以下この項において「規則」という。）に基づく次の事務 

(1) 規則第３条第１項の規定により、同項において定める様式を神奈川県みん

なのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号。以下この項に

おいて「条例」という。）第 16条第１項に規定する適合証として、条例に基づ

く事務を処理すること。 

(2) 規則第３条第２項の規定により、同項において定める適合証交付請求書を

受理すること。 

(3) 規則第３条第３項の規定により、同項において定める適合状況項目表及び

同項各号に掲げる図書を受理すること。 

(4) 規則第４条の規定により、同条において定めるものを条例第 17条第１項に

規定する指定施設として、条例に基づく事務を処理すること。 

(5) 規則第５条第１項の規定により、同項において定める指定施設新築等（変

更）事前協議書を受理すること。 

(6) 規則第５条第２項の規定により、同項において定める適合状況項目表並び

に規則第３条第３項第１号から第３号まで及び第５号に掲げる図書を受理す

ること。 

(7) 規則第６条の規定により、同条各号に掲げるものを条例第 17条第１項に規

定する軽微な変更として、条例に基づく事務を処理すること。 

(8) 規則第７条第１項の規定により、同項において定める指定施設工事完了届

を受理すること。 

(9) 規則第７条第２項の規定により、協議内容に基づく工事が行われたことを

証する写真を受理すること。 

(10) 規則第 11条の規定により、同条において定める様式を条例

第 24条第２項に規定する身分を示す証明書として、条例に基

づく事務を処理すること。 

(11) 規則第 12 条の規定により、同条各号に掲げるものを条例第 25 条に規定す

る者として、条例に基づく事務を処理すること。 

(12) 規則第 13条第１項の規定により、同項において定める指定施設新築等（変

更）通知書を受理すること。 

(13) 規則第 13条第２項において準用する規則第５条第２項の規定により、同項

において定める適合状況項目表並びに規則第３条第３項第１号から第３号ま

で及び第５号に掲げる図書を受理すること。 

(14) 規則第 14条の規定により、事業者からの申出を受理し、及び知事に送付す

ること 

 

  

５ 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
 

最終改正 令和６年法律第 53号 

 

平成18年法律第91号 

 

第一章   総則（第一条―第二条） 

第二章   基本方針等（第三条―第七条） 

第三章   移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置（第八条―第二十四条） 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置（第二十四条の二―第二十四条の八） 

第四章   重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施(第二十五条―第四十条の二) 

第五章   移動等円滑化経路協定（第四十一条―第五十一条） 

第五章の二 移動等円滑化施設協定（第五十一条の二） 

第六章   雑則（第五十二条―第五十八条） 

第七章   罰則（第五十九条―第六十六条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通

機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一

定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体

的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他

の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図

り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無

その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければなら

ない。 

 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日

常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動

上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をい

う。 

四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主とし

てこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保

されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。 

五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を

行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。第二十六号ハにお

いて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線を定めて定期

に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。）、一般貸切旅客自

動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル事業を営む者 

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を有する者及び

日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次

号ニにおいて同じ。）を営む者及び旅客不定期航路事業者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うものに限

る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するもの 

六 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもの

をいう。 

イ 鉄道事業法による鉄道施設 

６ 
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ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用

に供するものに限る。） 

ホ 航空旅客ターミナル施設 

七 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政

令で定める要件に該当するものをいう。 

八 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車（一般乗合旅客自動

車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号

に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業

者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅

子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。）、船

舶及び航空機をいう。 

九 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。 

十 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。 

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条に規定する路外駐車場管理者又は

都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者

をいう。 

十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関

を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。 

十三 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第七号に規定する自

動車駐車場、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第二項に規定する公園施設（以下「公園施

設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。）であって、自動車の駐車の用に供する部分

の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。 

十四 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者（以下「公園管理者」という。）又は同項

の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは

管理しようとする者をいう。 

十五 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。 

十六 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。 

十七 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。 

十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホ

ームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設

を含むものとする。 

十九 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物そ

の他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 

二十 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又は

その敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

二十一 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。 

二十二 所管行政庁 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域について

は当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただ

し、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主

事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

二十三 移動等円滑化促進地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉

施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行

われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構成する一般交通用

施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。）について移動等円滑

化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であ

ると認められる地区であること。 

二十四 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施され

ることが特に必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の

増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 

二十五 特定事業 公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事

業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。 

二十六 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設

備の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業 
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ハ 特定車両（軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅

客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。）を床面の低いものとす

ることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業 

二十七 道路特定事業 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業（これと併せて実施する必要

がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。）をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な施設又は工作物の

設置に関する事業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事業 

二十八 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用すること

ができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。 

二十九 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。 

三十 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。）の移動等円滑化

のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限る。）における生

活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 

三十一 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道路交通法（昭和三

十五年法律第百五号）第九条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示す

る道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示（第三十六条第二項におい

て「信号機等」という。）の同法第四条第一項の規定による設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の四第一項の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。）に

係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化のた

めに必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業 

三十二 教育啓発特定事業 市町村又は施設設置管理者（第三十六条の二において「市町村等」という。）が実

施する次に掲げる事業をいう。 

イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実

施に関する事業 

ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの

者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業（イに掲げる事業を除く。） 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関する基本方針（以

下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項 

ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する基本的な事項 

ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの

者の協力の確保に関する基本的な事項 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事

項 

四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施

すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）

による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発法（昭和四十四年法律第三

十八号）による市街地再開発事業をいう。以下同じ。）その他の市街地開発事業（都市計画法第四条第七項

に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。）に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自

転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資

する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する

基本的な事項 

六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項 

七 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
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（国の責務） 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに

基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円

滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これ

らの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障

害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な

利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなけ

ればならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設置し、又は管

理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深める

とともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用

施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保

するために必要な協力をするよう努めなければならない。 

 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良

を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等（以下「新設旅客施設等」

という。）を、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準

（以下「公共交通移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持

するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主

務省令で定める基準を遵守しなければならない。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）について、公共交

通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用

した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めな

ければならない。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要とな

る乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。 

５ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要とな

る情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

６ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければなら

ない。 

７ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設旅客

施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓

発活動を行うよう努めなければならない。 

８ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の

関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。 

９ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十項において

同じ。）が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交

通事業者等は、当該措置により旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由

がある場合を除き、これに応じなければならない。 

 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等） 

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可

その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に適

合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動

等円滑化基準に適合しないと認めるときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をしてはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる届出をしなけれ

ばならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第一項の主務省令で定める大規模な改良を行おうとするとき

は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事

項を変更しようとするときも、同様とする。 
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３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを除く。）若しくは前項の政令

で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第一項の規定に違反している事実

があり、又は新設旅客施設等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条第二項の規定

に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をと

るべきことを命ずることができる。 

 

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項） 

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化

のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて

講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を

遵守するために必要な措置 

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設にお

ける誘導その他の支援 

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客

施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等の移動等円滑化

に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものと

する。 

 

（指導及び助言） 

第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため必要があると認めるときは、公共交通

事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施につ

いて必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（計画の作成） 

第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条

から第九条の七までにおいて同じ。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の二第一項に規定する

判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提

出しなければならない。 

 

（定期の報告） 

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状況

その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

 

（公表） 

第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の四の計画の内容、当該計画に

基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しなければならない。 

 

（勧告等） 

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の状況が第九条

の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該公共交通事

業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠

を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ

る。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

 

（道路管理者の基準適合義務等） 

第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路（以下この

条において「新設特定道路」という。）又は当該旅客特定車両停留施設（第三項において「新設旅客特定車両停留

施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例（国道（道路法第三条第二号の一般国

道をいう。以下同じ。）にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「道路移動等円滑化基準」と

いう。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設（以下この条において「新設特定道路

等」という。）を道路移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使

用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければな

らない。 
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４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路等を除く。）について、道路移動等円滑化基準に適合させるた

めに必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法

に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。 

５ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適切

に行うよう努めなければならない。 

６ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれらの者が当該新設特定道路を

円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関

を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。 

７ 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必要な

教育訓練を行うよう努めなければならない。 

８ 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等における

高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよ

う努めなければならない。 

９ 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うた

め、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項（第二項を除く。）の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

10 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関する協議を求めたと

きは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれが

あるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 

11 新設特定道路等についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規

定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令

で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。 

 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以下この条において

「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務

省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合するように維持

しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢者、障害者

等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合において

は、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路外駐車場移動等円滑

化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項において同じ。）に適合させるために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当

該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

６ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定路

外駐車場における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び

啓発活動を行うよう努めなければならない。 

 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところによ

り、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。）に届け出なければな

らない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知

事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路外駐車場管理者等に

対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（公園管理者等の基準適合義務等） 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設（以下この条にお

いて「新設特定公園施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例（国の設

置に係る都市公園にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」とい

う。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請があった場合には、

同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この

場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、

同項の規定による許可をしてはならない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければ

ならない。 
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５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新設特定公園施設を除く。）を都市公園移動等円滑化基準に適合

させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

６ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設特

定公園施設を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

７ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定公園施設に

おける高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を

行うよう努めなければならない。 

 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 

第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別特定建築物にするこ

とを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別特定建築物（以下この条において「新築

特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定め

る基準（以下「建築物移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するよう

に維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによっては、高齢者、障害者

等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特

別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第一項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別

に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。 

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようとし、又は所有し、管

理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。）を建築物移動等円

滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七条第三項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

６ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、これ

らの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければなら

ない。 

７ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該

新築特別特定建築物における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広

報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。 

 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 

第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に

対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用

しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特

定建築物が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特

別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。 

３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に

対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化に係

る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 

第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用途の変更をし

て特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移

動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築

物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に

係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定） 

第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るも

のに限る。以下「建築等」という。）をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築

等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 特定建築物の位置 

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積 

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項 

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が

次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 
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一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できる

ようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。 

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項（同法第八十七

条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。）の規定による確認の申請書を提出して、当該申請

に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築副主事

の通知（以下この条において「適合通知」という。）を受けるよう申し出ることができる。 

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事又は建築副主

事に通知しなければならない。 

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合について

準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第

一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。 

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建築等の計画は、建

築基準法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。 

８ 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事又は建築副主事が適合通知をす

る場合について準用する。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更） 

第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定建築主等」という。）は、当該認定を受けた計画の変更（主務

省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、

第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第

一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の

五の二（第二号イを除く。）、第六十八条の五の三第一項（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の四（第一号ロ

を除く。）、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及

び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築

物の容積率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、

これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面積には、同法

第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、第十七条第三項の認定を受けた計画（前条第一項の規定による

変更の認定があったときは、その変更後のもの。第二十一条において同じ。）に係る特定建築物（以下「認定特定

建築物」という。）の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築

物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。 

 

（認定特定建築物の表示等） 

第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に

関する広告その他の主務省令で定めるもの（次項において「広告等」という。）に、主務省令で定めるところによ

り、当該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又は

これと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

（認定建築主等に対する改善命令） 

第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条第三項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又

は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し） 

第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条第三項の認定を取り

消すことができる。 

 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等） 

第二十二条の二 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する建築物特定施設（以下この条において「協定建築物特

定施設」という。）と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の

理由により著しく困難であると主務省令で定めるところにより主務大臣が認める旅客施設（次の各号の公共交通事

業者等の事業の用に供するものに限る。次項において「移動等円滑化困難旅客施設」という。）の敷地に隣接し、

又は近接する土地において協定建築物特定施設を有する建築物（以下「協定建築物」という。）の建築等をしよう

とするときは、主務省令で定めるところにより、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の

認定を申請することができる。 

一 建築主等が公共交通事業者等と締結する第四十一条第一項に規定する移動等円滑化経路協定の目的となる経

路を構成する建築物特定施設 

二 建築主等が公共交通事業者等と締結する第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定の目的とな

る建築物特定施設 
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２ 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定建築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との間に同項第一号の

経路がある場合にあっては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施設（以下この項において

「特定経路施設」という。））は、協定建築物特定施設等維持保全基準（移動等円滑化困難旅客施設の公共交通移

動等円滑化基準への継続的な適合の確保のために必要な協定建築物特定施設及び特定経路施設の維持保全に関する

主務省令で定める基準をいう。）に適合するものとして、主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けた

ものでなければならない。 

３ 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 協定建築物の位置 

二 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積 

三 計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項 

四 協定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

４ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保全の計画が

次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、第十七条第三項第一号に規定する主務

省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。 

５ 第十八条、第十九条、第二十一条及び前条の規定は、前項の認定を受けた者（第五十三条第五項において「認定

協定建築主等」という。）に係る当該認定を受けた計画について準用する。この場合において、第十八条第二項中

「前条」とあるのは「第二十二条の二第一項から第四項まで」と、第十九条中「特定建築物（以下「認定特定建築

物」という。）の建築物特定施設」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する協定建築物（第二十一条におい

て「認定協定建築物」という。）の同項に規定する協定建築物特定施設」と、第二十一条中「認定特定建築物」と

あるのは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。 

 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例） 

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーター

を設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がな

いと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項の規定の適用については、当該エレベー

ターの構造は耐火構造（同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。）とみなす。 

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める

安全上及び防火上の基準に適合していること。 

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合しているこ

と。 

２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障が

ないと認める場合について準用する。 

 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例） 

第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十二条第六項第一号に規定する昇降機並びに同項第二号に規定する共

同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。）の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するた

め通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認

めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項

の規定を適用する。 

 

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置 

（移動等円滑化促進方針） 

第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区

について、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」という。）を作成するよう努めるも

のとする。 

２ 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項 

三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者

の協力の確保に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進

に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。 

４ 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移

動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 

５ 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第五条第一項に規定する地域公共交通計

画との調和が保たれたものでなければならない。 

６ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢

者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会（以下「公安委員会」とい

う。）の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
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７ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県

並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。 

８ 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をする

ことができる。 

９ 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に関

し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

10 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。 

 

（移動等円滑化促進方針の評価等） 

第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該移動等円

滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況について

の調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更する

ものとする。 

 

（協議会） 

第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協議及

び移動等円滑化促進方針の実施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関し密接

な関係を有する者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知す

るものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならな

い。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案） 

第二十四条の五 次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすることを提案するこ

とができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作成して、

これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係

を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするか否か

について、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促進方針の

作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 

（行為の届出等） 

第二十四条の六 移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設の建

設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとし

て政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する日の三十日前まで

に、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務省令で定める

事項を市町村に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするとき

は、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村

に届け出なければならない。 

３ 市町村は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が移動等円滑化促進地区におけ

る移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関

し旅客施設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の実施を要請することができる。 

４ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することが

できる。 

５ 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第三項の規定による要請を受けた者が正当な理由が

なくて同項の措置を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該措置を実施すべきことを勧

告することができる。 

 

（市町村による情報の収集、整理及び提供） 

第二十四条の七 第二十四条の二第四項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う移動等円滑化に関

する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき

移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 
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（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供） 

第二十四条の八 公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の

求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するため

に必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村

の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び

特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。 

 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 

（移動等円滑化基本構想） 

第二十五条 市町村は、基本方針（移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進

方針。以下同じ。）に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化

に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下「基本構想」という。）を作成するよう努める

ものとする。 

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 重点整備地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 

三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施す

べき特定事業その他の事業に関する事項（旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整

備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その

他の事業に関する事項を含む。） 

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移

動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重

点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等

円滑化のために必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針につい

て定めるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当

該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければならない。 

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第

百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。）附則第三項の規定にかかわらず、国道又は都道府県道

（道路法第三条第三号の都道府県道をいう。第三十二条第一項において同じ。）（道路法第十二条ただし書及び第

十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされている

もの（道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同

条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。）に限る。以下同

じ。）に係る道路特定事業を実施する者として、市町村（他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあ

っては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。）を定めることができる。 

６ 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等

その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

７ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、第二十六条第一項の協議会が組織されていないときは、

これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協議をしなけれ

ばならない。 

８ 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじ

め、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該

市町村に提出するよう求めることができる。 

９ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努

めるものとする。 

10 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、基本構想の作成について準用する。この場

合において、同条第四項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み替えるものとする。 

11 第二十四条の二第七項から第九項まで及びこの条第六項から第九項までの規定は、基本構想の変更について準用

する。 

 

（基本構想の評価等） 

第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構想において定め

られた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努める

とともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。 

 

（協議会） 

第二十六条 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施（実施の状況

についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」と

いう。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 基本構想を作成しようとする市町村 
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二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると

見込まれる者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知す

るものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならな

い。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案することができる。この

場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを提示しなければならな

い。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施しようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係

を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否かについて、遅

滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、基本構想の作成又は変更をしないこと

とするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 

（公共交通特定事業の実施） 

第二十八条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事業者等は、単独で又

は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計画（以下「公共交通特定事業計画」とい

う。）を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事業を実施するものとする。 

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両 

二 公共交通特定事業の内容 

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設

置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管

理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。 

 

（公共交通特定事業計画の認定） 

第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画が重点

整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができ

る。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第二項第二号に掲げる事項が基本方針及

び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第三号に掲げる事項が当該公共交

通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとす

る。 

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を

受けなければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用する。 

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画（第三項の規定による変更の認定

があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に従って公共交通特定事業を実施していないと認める

ときは、その認定を取り消すことができる。 

 

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例） 

第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で

定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法（昭和二十三

年法律第百九号）第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみな

す。 

 

（道路特定事業の実施） 

第三十一条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者は、単独で又は共同

して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画（以下「道路特定事業計画」という。）を作成

し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。 

２ 道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほか、当該重点整備地

区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることができる。 
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３ 道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 道路特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、施設設置管理者及び

公安委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第二十条第一項に規定する他の工作物について実施し、又は

同法第二十三条第一項の規定に基づき実施する道路特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該道路特定事

業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該道路特定事業の費用の

負担を当該工作物又は施設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費

用の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。 

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市

町村、施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施設の管理者に送付しなければならない。 

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。 

 

（市町村による国道等に係る道路特定事業の実施） 

第三十二条 第二十五条第五項の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として市町村（道路法第十

七条第一項の指定市を除く。以下この条及び第五十五条から第五十七条までにおいて同じ。）が定められたとき

は、前条第一項、同法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわ

らず、市町村は、単独で又は他の市町村若しくは道路管理者と共同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業

計画を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。 

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項から第六項

までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第一項の規定により道路特定事業を実施する市町村（他の市町村

又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者）」と読み替えるもの

とする。 

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道路特定事業を実施しようとする場合においては、主務省令で定める

ところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽易なものについ

ては、この限りでない。 

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する

工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路

の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業を実施する場合には、その実施に要する費用の負担並びにその費用に

関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特定事業を実施するものとみなす。 

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村に交付するものとす

る。 

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）

の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。 

 

（路外駐車場特定事業の実施） 

第三十三条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理者等は、単独で

又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画（以下この条において「路外駐車

場特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するものとする。 

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場 

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施

設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設

置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。 

 

（都市公園特定事業の実施） 

第三十四条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、単独で又は共

同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画（以下この条において「都市公園特定事業

計画」という。）を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとする。ただし、都市公園法第

五条第一項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、又は設け若しく

は管理しようとする者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者と共同して作成するものと

する。 

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 都市公園特定事業を実施する都市公園 
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二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管

理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の十第一項に規定する他の工作物について実

施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなければならな

い。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市

公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者と

の分担割合を定めるものとする。 

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係

する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。 

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更について準用する。 

 

（建築物特定事業の実施） 

第三十五条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、単独で又は共同し

て、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画（以下この条において「建築物特定事業計画」と

いう。）を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実施するものとする。 

２ 建築物特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 建築物特定事業を実施する特定建築物 

二 建築物特定事業の内容 

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の

意見を聴かなければならない。 

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更について準用する。 

 

（交通安全特定事業の実施） 

第三十六条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、単独で又は共同

して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画（以下「交通安全特定事業計画」という。）

を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとする。 

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第三十一号イに掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特定事業により設置さ

れる信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参

酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。 

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の

意見を聴かなければならない。 

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係す

る市町村及び道路管理者に送付しなければならない。 

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。 

 

（教育啓発特定事業の実施） 

第三十六条の二 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共

同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画（以下この条において「教育啓発特定事業

計画」という。）を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。 

２ 教育啓発特定事業計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間 

二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者

（第二条第三十二号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及

び学校）の意見を聴かなければならない。 

４ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者（第

二条第三十二号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校）に送

付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更について準用する。 
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（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等） 

第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土地区

画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者（国又は地方公共団体を除く。）は、当

該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための事業の実施に努めなければなら

ない。 

 

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等） 

第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、第三十四

条第一項の都市公園特定事業（公園管理者が実施すべきものを除く。）又は第三十五条第一項の建築物特定事業若

しくは第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業（いずれも国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。）（以

下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。）が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特定

事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等（公共交通特定

事業又は教育啓発特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあっ

ては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。）に通知することができる。 

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由

がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該公共交通特定事

業等を実施すべきことを勧告することができる。 

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合にお

いて、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、第九条第三

項、第十二条第三項及び第十五条第一項の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずるこ

とができる場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。 

 

（土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例） 

第三十九条 基本構想において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四項、第三条の二又は

第三条の三の規定により施行するものの換地計画（基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地につ

いて定められたものに限る。）においては、重点整備地区の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便のため

に必要な生活関連施設又は一般交通用施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等その他政令で定める者が設置す

るもの（同法第二条第五項に規定する公共施設を除き、基本構想において第二十五条第二項第四号に掲げる事項と

して土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限る。）の用に供するため、一

定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留

地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃

借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。 

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた

保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは、「第三

条第四項」と読み替えるものとする。 

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条

第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地

を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相

当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。 

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、第百二十七条の二及

び第百二十九条の規定の適用については、同項から第三項までの規定は、同法の規定とみなす。 

 

（地方債についての配慮） 

第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債について

は、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとす

る。 

 

（市町村による情報の収集、整理及び提供等） 

第四十条の二 第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により基本構想において

市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該

基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合につい

て準用する。 

 

第五章 移動等円滑化経路協定 

（移動等円滑化経路協定の締結等） 

第四十一条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を

目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなも

のを除く。以下「借地権等」という。）を有する者（土地区画整理法第九十八条第一項（大都市地域における住宅
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及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住

宅等供給法」という。）第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により仮換地として指定さ

れた土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と

総称する。）は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関

する協定（以下「移動等円滑化経路協定」という。）を締結することができる。ただし、当該土地（土地区画整理

法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区

域内に借地権等の目的となっている土地がある場合（当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設

定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。）においては、当該借地権等の目的と

なっている土地の所有者の合意を要しない。 

２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域（以下「移動等円滑化経路協定区域」という。）及び経路の

位置 

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準 

ロ 前号の経路を構成する施設（エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のために必要な設備を

含む。）の整備又は管理に関する事項 

ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化経路協定の有効期間 

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置 

３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

 

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等） 

第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告

し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。 

２ 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動等円滑化経路協定

について、市町村長に意見書を提出することができる。 

 

（移動等円滑化経路協定の認可） 

第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をし

なければならない。 

一 申請手続が法令に違反しないこと。 

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 

三 第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。 

２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、

当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、移動等円滑化経路協定区

域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しなければならない。 

 

（移動等円滑化経路協定の変更） 

第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を

除く。）は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をも

ってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 

２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

 

（移動等円滑化経路協定区域からの除外） 

第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定

された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有

するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地（同

項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として

指定された土地）は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたも

のが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に

対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項（大都市住宅等供

給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対

してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法

第百三条第四項（大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。）の公告があった日が終了した時

において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外された場合に

おいては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土

地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出

なければならない。 

４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定によ

り移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除外されたことを知った場合について

準用する。 
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（移動等円滑化経路協定の効力） 

第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告のあっ

た移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となっ

た者（当該移動等円滑化経路協定について第四十一条第一項又は第四十四条第一項の規定による合意をしなかった

者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。 

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等） 

第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地と

して指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当該移動等円滑化経路協定の効力が

及ばないものは、第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告

があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加

わることができる。 

２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。 

３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有

し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定

により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）について、前項において準用す

る第四十三条第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者（前条の規定の適用がある者を

除く。）に対しても、その効力があるものとする。 

 

（移動等円滑化経路協定の廃止） 

第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者を除

く。）は、第四十一条第三項又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定を廃止しようとする場合

においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 

２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

 

（土地の共有者等の取扱い） 

第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第

一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。 

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定） 

 

第五十条 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しない

ものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移

動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。 

２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等円滑化経路協定

が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。 

３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。 

４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該移動等円滑化経路

協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十三条第二項の規定による認可の公

告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となる。 

 

（借主の地位） 

第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場合においては、その

移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を

適用する。 

 

第五章の二 移動等円滑化施設協定 

第五十一条の二 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意によ

り、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資す

る施設（移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設

であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。）の整備又は

管理に関する協定（以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。）を締結することができる。ただし、

当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対

応する従前の土地）の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合（当該借地権等が地下又は空間につい

て上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。）において

は、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 

２ 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区域及び施設の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基準 

ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化施設協定の有効期間 

四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置 

３ 前章（第四十一条第一項及び第二項を除く。）の規定は、移動等円滑化施設協定について準用する。この場合に

おいて、第四十三条第一項第三号中「第四十一条第二項各号」とあるのは「第五十一条の二第二項各号」と、同条

第二項中「、移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、第五十一条の二第二項第一号の区域（以下この章におい
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て「移動等円滑化施設協定区域」という。）」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動等円滑化施

設協定区域内」と、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一

項並びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」

と、第四十六条及び第四十九条中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものと

する。 

 

第六章 雑則 

（国の援助） 

第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共

団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。 

 

（資金の確保等） 

第五十二条の二 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

２ 国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 

 

（情報提供の確保） 

第五十二条の三 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保に努めなければならない。 

２ 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高

齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者によ

る観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円

滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（移動等円滑化の進展の状況に関する評価） 

第五十二条の四 国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設

置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよ

う努めなければならない。 

 

（報告及び立入検査） 

第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者

等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事

業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車場の路外駐車場移

動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定路外駐車場若しくはその業務に関

係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問させること

ができる。 

３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建築

物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくはその

工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることが

できる。 

４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることが

できる。 

５ 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第二十二条の二第四項の認定を受けた計画（同条第五項において準用

する第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に係る協定建築物の建築等又は

維持保全の状況について報告をさせることができる。 

６ 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

７ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

 

（主務大臣等） 

第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土

交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。 

２ 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及び第二項

（これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。）、第二

十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項（同条第四項において準用する場合を含

む。）、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国

土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項（これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十

一項において準用する場合を含む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学

大臣とする。 

３ この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、総務省令とし、第

三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。 
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４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任すること

ができる。 

 

（不服申立て） 

第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村

の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。 

 

 

（事務の区分） 

第五十六条 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務（費用の負担及び徴収に

関するものを除く。）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定

受託事務とする。 

 

（道路法の適用） 

第五十七条 第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の

適用については、道路管理者とみなす。 

 

（経過措置） 

第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い

合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることがで

きる。 

 

第七章 罰則 

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の

罰金に処する。 

 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違反した者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の四の規定による提出をしなかった者 

二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者 

二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文

又は第二項に規定する行為をした者 

三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

二 第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を

科する。 

 

第六十五条 第九条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。 

 

第六十六条 第二十四条の八第一項（第四十条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による情報の提供

をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止） 

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成六年法律第四十四

号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十

八号） 

 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び特定公園施設の新

設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定は、適用しな

い。 

 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置） 

第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律（これに基づ

く命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、第十四条第一項か

ら第三項までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をする

ものについては、第十四条第一項の規定は適用せず、なお従前の例による。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が完

了した後）に建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。）をした特別

特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例による。 

 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置） 

第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律（以下この条において「旧移動円滑化法」という。）第六条第一項の規定により作成された基本構

想、旧移動円滑化法第七条第一項の規定により作成された公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法第十条第一項の

規定により作成された道路特定事業計画及び旧移動円滑化法第十一条第一項の規定により作成された交通安全特定

事業計画は、それぞれ第二十五条第一項の規定により作成された基本構想、第二十八条第一項の規定により作成さ

れた公共交通特定事業計画、第三十一条第一項の規定により作成された道路特定事業計画及び第三十六条第一項の

規定により作成された交通安全特定事業計画とみなす。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律（これに

基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

（地方自治法の一部改正） 

第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（地方税法の一部改正） 

第九条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（租税特別措置法の一部改正） 

第十条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（身体障害者補助犬法の一部改正） 

第十一条 身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔平成一八年六月二一日法律第九二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 
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附 則〔平成一九年三月三一日法律第一九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 

 

附 則〔平成二三年五月二日法律第三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 

 

附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇五号抄〕 

（施行期日 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定（同

条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第

一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」

を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。）〔中略〕の規

定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を経過し

た日 

二 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三

条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）〔中略〕の規定並びに附則第十三条、第十五条か

ら第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十

二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十

一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一

条、第七十二条第一項から第三項まで〔中略〕の規定 平成二十四年四月一日 

三～六 〔略〕 

 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七十二条 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十

三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。）の施行の

日から起算して一年を超えない期間内において、第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（以下この項から第三項までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。）第十条第

一項、第十三条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移動等円

滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第十三

条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高齢者移動等円滑化法第三十六条第二項

の主務省令で定める基準は同項の条例で定める基準とみなす。 

２ 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」という。）第十二条第三項若しくは第五十

三条第二項の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若し

くは第二項の規定により都道府県知事に対して行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第

二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った命令そ

の他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。 

３ 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により都道府県知事に

対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定

により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされ

ていないものについては、第百六十二条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしな

ければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。 

４ 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定（同条第七

項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議

会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除

く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。）の施行

前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項

の規定によりされた認可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それ

ぞれ第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項

の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前

にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）は、政令で定める。 
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附 則〔平成二五年六月一四日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）は、政令で定める。 

 

附 則〔平成二六年六月四日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 〔前略〕附則第十三条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十

一号）第二十四条の改正規定に限る。） 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

三 〔略〕 

 

附 則〔平成二六年六月一三日法律第六九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処

分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別

の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後で

なければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれ

を提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を

経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前に

これを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）

により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査

請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの

提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起された

ものについては、なお従前の例による。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。 

 

附 則〔平成二九年五月一二日法律第二六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第二十五条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

 

（政令への委任） 

第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

 

 



 

Ⅵ-90 
 

附 則〔平成三〇年五月二五日法律第三二号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

第二条及び次条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 第二条の規定の施行の際現に工事中の海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による輸送施設（船舶

を除き、同法による旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。）の新たな建設又は同条の規定による改正後の

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項の主務省令で定める大規模な改良について

は、同項の規定は、適用しない。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

 

（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正） 

第五条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔平成三〇年六月二七日法律第六七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第九条及び第十五条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十四条の改正規定に限る。）の規定 公布の日から起算し

て三月を超えない範囲内において政令で定める日 

 

附 則〔令和二年五月二〇日法律第二八号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条並びに次条第一項及び附則第三条の規定は、

公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第二十四条の二第一項の規定により定められている移動等円滑化促進方針には、当該移動等円滑化促進方針が

第一条の規定の施行後最初に変更されるまでの間は、同条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律第二十四条の二第二項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を定めないことができ

る。 

２ この法律の施行の際現に新設又は改築の工事中の旅客特定車両停留施設については、第二条の規定による改正後

の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条第一項、第三項及び第十一項の規定は、適用しな

い。この場合においては、当該旅客特定車両停留施設を新設旅客特定車両停留施設以外の旅客特定車両停留施設と

みなして、同条第四項の規定を適用する。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

 

（身体障害者補助犬法の一部改正） 

第五条 身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔令和二年五月二七日法律第三一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 

 



 

Ⅵ-91 
 

附 則〔令和二年六月三日法律第三六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 

 

附 則〔令和二年六月一〇日法律第四二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 〔前略〕附則第六条、第七条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内

において政令で定める日 

 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一・二 〔略〕 

三 〔前略〕附則第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

四 〔略〕 

 

附 則〔令和五年五月一二日法律第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一～三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十三条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定め

る日 

五 〔略〕 

 

附 則〔令和五年六月一六日法律第五八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一・二 〔略〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第十六条から第十九条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範

囲内において政令で定める日 

 

附 則〔令和六年六月一九日法律第五三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一・二 〔略〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日 

四・五 〔略〕 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 
 

令和６年政令第 221号 

 

平成18年政令第379号 

 

内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第六号、第

九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書〔現行＝二条七・一〇・一五・一八―二〇号・二

二号ただし書＝令和二年五月法律二八号により改正〕、第九条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三

十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定に基づき、この政令

を制定する。 

 

（特定旅客施設の要件） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第七号の政令で定め

る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当

該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み）が五千人以上であること。 

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当該旅客施設が新た

に建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み）が前号の要件に該

当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。 

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における

人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号

の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。 

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府

令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における

人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号

の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利

用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑

化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。 

 

（特定道路） 

第二条 法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年法律第百八十号）に

よる道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区

間を指定したものとする。 

 

（特定公園施設） 

第三条 法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又は条例の定める現状

変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準

に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設

（以下この号において「屋根付広場等」という。）との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等

（当該駐車場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広場 

二 屋根付広場 

三 休憩所 

四 野外劇場 

五 野外音楽堂 

六 駐車場 

七 便所 

八 水飲場 

九 手洗場 

十 管理事務所 

十一 掲示板 

十二 標識 

 

（特定建築物） 

第四条 法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百四十三条第一項又は第二

項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除

く。）とする。 

６ 
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一 学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 事務所 

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 

十三 博物館、美術館又は図書館 

十四 公衆浴場 

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

十八 工場 

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

二十 自動車の停留又は駐車のための施設 

二十一 公衆便所 

二十二 公共用歩廊 

 

（特別特定建築物） 

第五条 法第二条第十九号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 

一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のもの（第二

十四条及び第二十六条第三項第一号において「公立小学校等」という。）又は特別支援学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。） 

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る。）若し

くはボーリング場又は遊技場 

十二 博物館、美術館又は図書館 

十三 公衆浴場 

十四 飲食店 

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。） 

十八 公衆便所 

十九 公共用歩廊 

 

（建築物特定施設） 

第六条 法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 出入口 

二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。） 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。） 

四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。） 

五 エレベーターその他の昇降機 

六 便所 

七 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂（第十五条において「劇場等」という。）

の客席 

八 ホテル又は旅館の客室 

九 敷地内の通路 

十 駐車場 

十一 その他国土交通省令で定める施設 
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（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第七条 法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規

定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三

十八号）第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関

して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の

建築物とする。 

２ 法第二条第二十二号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定に

より建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあって

は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処

分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第二十七条において同じ。）が一万平

方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八十七条第二項及び

第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係

る部分に限る。）の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許

可を必要とする建築物 

 

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等） 

第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項、第九条第一項（同法第十二条第四項において準

用する場合を含む。）、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全

国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第九条第一項 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条第一項及び第十条 

三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第三条及び第十一条第一項 

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第十二条第二項 

二 軌道法施行令（昭和二十八年政令第二百五十八号）第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限

に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令（昭和二十八年政令第二百五十七号）第一条第十項 

三 自動車ターミナル法第十一条第三項 

 

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模） 

第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当

該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。）の合計二千平方メートル

（第五条第十八号に掲げる公衆便所（次条第二項において「公衆便所」という。）にあっては、五十平方メート

ル）とする。 

 

（建築物移動等円滑化基準） 

第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準（次項に規定する特別特定建

築物に係るものを除く。）は、次条から第二十五条までに定めるところによる。 

２ 法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル

未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物（公衆便所を除

き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。第二十六条において「条例対象小規模特別特定建築物」とい

う。）についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、第二十条及び

第二十六条に定めるところによる。 

 

（廊下等） 

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特

定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し段差又

は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであ

って、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより

容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものと

して国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

 

（階段） 

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるも

のとすること。 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 
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五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であ

るときは、この限りでない。 

 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 勾(こう)配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設

けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものと

すること。 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利

用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、

視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

 

（便所） 

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所

を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階（当該階

においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める

階を除く。）の階数に相当する数（床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階

の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数）以上設けるものでなければならない。 

２ 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上（当該階の床面積が一万平方メートルを超

える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上）に、車椅子使用者用便房（車椅子を使用

している者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構

造の便房をいう。以下同じ。）を一以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっ

ては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。）設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる

出入口のある階（第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。）であり、かつ、車椅子

使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車

椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用す

ることができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上（当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれ一以上）設けなければならない。 

４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上に

は、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これら

に類する小便器を一以上設けなければならない。 

 

（劇場等の客席） 

第十五条 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分

（車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が

定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。）を設けなければならない。 

一 当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合 二 

二 当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合 当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数（その数に一未

満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

 

（ホテル又は旅館の客室） 

第十六条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室（以下「車

椅子使用者用客室」という。）を客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げた数）以上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用す

る便所（車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでない。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造と

し、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 浴室又はシャワー室（以下この号において「浴室等」という。）は、次に掲げるものであること。ただし、

当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（次に掲げるものに限る。）が一以

上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。 
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ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。 

 

（敷地内の通路） 

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるも

のでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるも

のとすること。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜

がある部分には、手すりを設けること。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものと

すること。 

 

（駐車場） 

第十八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設（車椅子使用者が円滑に利用することがで

きる駐車施設をいう。以下同じ。）を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置によ

り自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降すること

が可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国

土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

一 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施

設の総数。以下この号及び次号において同じ。）が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得

た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

二 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合 当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数（その

数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 

（移動等円滑化経路） 

第十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる場合にあっては、その

全て）を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条及び第二十六条第一項において「移動等円滑化

経路」という。）にしなければならない。 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室（以下「利用居

室」という。）を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から当該利用居室ま

での経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用

部分との間の経路（以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。）を含み、地上階又

はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては当該地上階とその直上階又は直下階との

間の上下の移動に係る部分を除く。） 

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。）を

設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。）から

当該車椅子使用者用便房までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子

使用者用経路を含む。） 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室ま

での経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等ま

での経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を

併設する場合は、この限りでない。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 
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四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、第十三条

の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十セン

チメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の

一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五

十センチメートル以上の踊場を設けること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。）

及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

イ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。）は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車

椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。）の移動等

円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げる

ものであること。 

(１) 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。 

(２) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあって

は、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

(１) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けるこ

と。 

(２) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置

を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字その他国土交通大臣が定め

る方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 

(３) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇

降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチ

メートル以上とすること。 

(２) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分

の一を超えないこと。 

(３) 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）にあっては、高

さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難で

ある場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地（以下「道

等」という。）」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 

 

（標識） 

第二十条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省

令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する

標識を設けなければならない。 

 

（案内設備） 

第二十一条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターそ

の他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エ

レベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇

降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければな

らない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。 
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（案内設備までの経路） 

第二十二条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経路（不特定かつ多数

の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利

用できる経路（以下この条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。ただし、

視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面に敷設される

ブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、

色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。）及び点状ブロック等を適切に組み合わ

せて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更

する必要がない風除室内においては、この限りでない。 

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を

行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

イ 車路に近接する部分 

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交

通大臣が定める部分を除く。） 

 

（増築等に関する適用範囲） 

第二十三条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築

等」という。）をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分（第二号、第四号又は

第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分）に限り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合

にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他

の昇降機及び敷地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）から車椅子使

用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの経路（当該利用居室が第十五条の劇場等の

客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレ

ベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に掲げる部分にある

利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）までの経路（当該利用居室が第十五条の劇

場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜

路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

 

（公立小学校等に関する読替え） 

第二十四条 公立小学校等についての第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第

十九条第一項及び前条の規定（次条において「読替え対象規定」という。）の適用については、これらの規定中

「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」

と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。 

 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 

第二十五条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替

え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第二十三条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第

三項の条例で定める特定建築物」とする。 

 

（条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準） 

第二十六条 条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第十九条の規定を準用する。この場合

において、同条第一項中「次の各号に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、同項第一号中「経路（当該利用居

室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路（以下こ

の項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。）を含み、」とあるのは「経路（」と、同条第二項

第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十セ

ンチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設す

るものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(１)中「段に代わるものにあっては百二十セ

ンチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同

項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「第十七条の規定

によるほか、」とあるのは「第十七条各号及び」と読み替えるものとする。 

２ 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項におい

て「増築等」という。）をする場合には、第二十条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分（当該部分に道等に

接する出入口がある場合に限る。）に限り、適用する。 
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３ 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する第十九条の

規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 

一 公立小学校等 

二 法第十四条第三項の条例で定める特定建築物 

 

（認定特定建築物等の容積率の特例） 

第二十七条 法第十九条（法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。）の政令で定める床面積は、認定

特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当

該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることと

なるものとして国土交通大臣が定めるものとする。 

 

（移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為） 

第二十八条 法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの（法第二十八条第一項の公共交通特定

事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。）とする。 

一 生活関連施設である旅客施設（以下この条において「生活関連旅客施設」という。）の建設又は改良であっ

て、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設

に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経

路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの 

イ 他の生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省

令で定めるものに限る。） 

二 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高

齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところに

より指定する部分の新設、改築又は修繕 

イ 生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設（移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省

令で定めるものに限る。） 

 

（道路管理者の権限の代行） 

第二十九条 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限（第四項において「市町村が

代行する権限」という。）は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項第四号、第二十

号、第二十一号（道路法第四十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による通行の禁止又は制限に係る

部分に限る。第三項において同じ。）、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号（道路

法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。）に掲げるもののうち、市町村が道

路管理者と協議して定めるものとする。 

２ 市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。 

３ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二

十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 

４ 市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づ

き公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一

項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。 

 

（保留地において生活関連施設等を設置する者） 

第三十条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）又は地方公共団体が資

本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。 

 

（生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準） 

第三十一条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画

整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第百三

条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権

その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額と

する。 

 

（報告及び立入検査） 

第三十二条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定める規模（同条第三項

の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。）以上の特別特定建築物

（同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。）の建築（用途の変更をして特別特定

建築物にすることを含む。）若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定

建築物の建築物移動等円滑化基準（同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。）への適合に関

する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその

工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の

関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
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２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築物特定事業を実施す

べき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円

滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち

入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢者、身体障害者等

の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止） 

第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令（平成六年政令第三

百十一号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十二年政令

第四百四十三号） 

 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置） 

第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第十四条、第十

五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

 

（類似の用途） 

第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げる用

途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 

一 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。） 

二 劇場、映画館又は演芸場 

三 集会場又は公会堂 

四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

五 ホテル又は旅館 

六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。） 

七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

八 博物館、美術館又は図書館 

 

（土地区画整理登記令の一部改正） 

第五条 土地区画整理登記令（昭和三十年政令第二百二十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（租税特別措置法施行令の一部改正） 

第六条 租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（宅地建物取引業法施行令の一部改正） 

第七条 宅地建物取引業法施行令（昭和三十九年政令第三百八十三号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（地方住宅供給公社法施行令の一部改正） 

第八条 地方住宅供給公社法施行令（昭和四十年政令第百九十八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（地方道路公社法施行令の一部改正） 

第九条 地方道路公社法施行令（昭和四十五年政令第二百二号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（日本下水道事業団法施行令の一部改正） 

第十条 日本下水道事業団法施行令（昭和四十七年政令第二百八十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改

正） 

第十一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令

（昭和六十二年政令第二百九十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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（日本郵政公社法施行令の一部改正） 

第十二条 日本郵政公社法施行令（平成十四年政令第三百八十四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正） 

第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令（平成十五年政令第二百九十三号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正） 

第十四条 独立行政法人水資源機構法施行令（平成十五年政令第三百二十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（国立大学法人法施行令の一部改正） 

第十五条 国立大学法人法施行令（平成十五年政令第四百七十八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正） 

第十六条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令（平成十五年政令第四百七十九号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 

 

（独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正） 

第十七条 独立行政法人国立病院機構法施行令（平成十五年政令第五百十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正） 

第十八条 独立行政法人都市再生機構法施行令（平成十六年政令第百六十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正） 

第十九条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令（平成十七年政令第百四十六号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

 

（公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置） 

第二十条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による

改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及び第三百六十七号の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 

（国土交通省組織令の一部改正） 

第二十一条 国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔平成一九年三月二二日政令第五五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

 

附 則〔平成一九年八月三日政令第二三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。〔後略〕 

 

（罰則に関する経過措置） 

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則〔平成一九年九月二〇日政令第二九二号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

附 則〔平成一九年九月二五日政令第三〇四号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律〔平成一九年三月法律第一九号〕の施行の日（平成十

九年九月二十八日）から施行する。 
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（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

２ この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第三

十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第六項の規定により公表された道路特定事業計画に基づ

き市町村（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十七条第一項の指定市を除く。）が高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第二条第二十七号に規定する道路特定事業（以下この項において単に「道路特定事

業」という。）を実施する場合における同法第三十二条第五項の規定による権限の行使については、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十九条の規定にかかわらず、当該道路特定事業計画に定めら

れた道路特定事業の実施予定期間内に限り、なお従前の例による。 

 

附 則〔平成二六年五月二八日政令第一八七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律〔平成二五年六月法律第三〇号〕附則第一条ただし書に規定す

る規定の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

 

附 則〔平成二七年一月二三日政令第二一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律〔平成二六年六月法律第五三号〕附則第一条ただし書に規定す

る規定の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

 

附 則〔平成二八年三月三一日政令第一八二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

 

附 則〔平成三〇年九月二八日政令第二八〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律〔平成三〇年三月法律第六号〕の施行の日（平成三十年九月三

十日）から施行する。 

 

附 則〔平成三〇年一〇月一九日政令第二九八号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成三十年法律第

三十二号）の施行の日（平成三十年十一月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 第二十四条（見出しを含む。）の改正規定及び附則第三項の規定 平成三十一年四月一日 

二 第十五条の改正規定（同条第一項中「一以上」を「客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満

の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上」に改める部分に限る。）及び次項の規定 平成三十一

年九月一日 

 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十五条第一項の規定

は、前項第二号に掲げる規定の施行後に着手する建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下

この項において同じ。）及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同号に掲げる規定の施行前に

着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。 

 

（宅地建物取引業法施行令の一部改正） 

３ 宅地建物取引業法施行令（昭和三十九年政令第三百八十三号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔令和二年一〇月二日政令第三〇二号〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この政令の施行の際現に工事中の公立小学校等（この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令第五条第一号に規定する公立小学校等をいい、この政令の施行の日の前日において高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項の条例で定める特定建築物であったものを除

く。）の建築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持につい

ては、同条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 

 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改

正） 

第三条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令（昭

和六十二年政令第二百九十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正） 

第四条 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十九年政令第

三百四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔令和二年一一月二〇日政令第三二九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律〔令和二年五月法律第三一号〕の施行の日（令和二年十一月二

十五日）から施行する。 

 

附 則〔令和二年一二月九日政令第三四五号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、令和三年十月一日から施行する。 

 

（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正） 

２ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十九年政令第三百

四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔令和三年九月二四日政令第二六一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律〔令和三年三月法律第九号〕附則第一条第二号に掲

げる規定の施行の日（令和三年九月二十五日）から施行する。 

 

附 則〔令和四年三月二五日政令第八四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 

 

附 則〔令和五年九月二九日政令第二九三号〕 

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律〔令和

五年六月法律第五八号〕附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。 

 

附 則〔令和六年四月一九日政令第一七二号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正

する法律〔令和四年六月法律第六九号〕の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

 

（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則〔令和六年六月二一日政令第二二一号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、令和七年六月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下この項において

「新令」という。）第十四条第一項（新令第二十四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）及び第二項から第四項まで並びに第十五条の規定並びに新令第十八条第一項、第十九条第一項（第四号に係

る部分を除く。）及び第二十三条（第二号、第四号及び第六号に係る部分に限る。）（これらの規定を新令第二十

四条及び第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、この政令の施行の日以後に着手す

る建築（用途の変更をして特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十九

号に規定する特別特定建築物をいい、同法第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において

同じ。）にすることを含む。以下この項において同じ。）及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用

し、この政令の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例に

よる。 

 

（都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正） 

３ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十九年政令第三百

四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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点字表示 

 

 

  

８ 
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指文字 

 

 

  

９ 
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その他（案内用図記号・国際シンボルマーク・床の滑り） 
 

１．案内用図記号 

 

案内用図記号（ピクトグラム）とは、不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施

設、観光施設等において、文字・言語によらず対象物、概念または状態に関する情報を提供

する図形です。 

視力の低下した高齢者や障害のある方、外国人観光客等も理解が容易な情報提供手法とし

て、日本を含め世界中の公共交通機関、観光施設等で広く掲示されており、JIS Z8210 に規

格化されています。 

 

使用方法については、国土交通省ＨＰ等を参照してください。  

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000145.html 

 

また、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団においては、案内用図記号 Z8210

に登録されていない項目を含む標準案内用図記号を策定し公表しています。 

https://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top2021.html 

 

 

原則として、上記に定められている図記号については、これに適合するものを用いること

が望ましいですが、図記号がない用途についても、関連団体が独自に案内用図記号を定め、

公表・啓発を行っている場合があります。 

 

関連団体等にも定めがない用途については、必要に応じて図記号を独自にデザインするこ

とも検討されますが、この場合は、障害者等を含む利用者への意見聴取を行った上で採用の

検討をしてください。 

  

10 

 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000145.html
https://www.ecomo.or.jp/barrierfree/pictogram/picto_top2021.html
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２．国際シンボルマーク 

 

国際シンボルマークは、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界

共通のマークです。障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを目的として、

1969年に国際リハビリテーション協会（RI）により採択されました。 

日本におけるこのマークの使用管理は、「公益財団法人日本障害者リハビリテーション協

会」に委ねられており、商標登録（第 1562455）もされています。 

国際シンボルマークの改ざん、趣旨とは異なる使用等は、障害当事者の方々にとって混乱

をきたす恐れがあるため、正しい使用を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国際シンボルマーク使用指針；国際シンボルマークの使用に関する新決議＞ 

１．国際シンボルマークは、常に総会で定められたデザインと比率を守って使用しなければ

ならない。またシンボルマークを複製する場合は、この決議に従わなければならない。

シンボルマークの色は、他の色を使わなければならない特別な理由がない限り、国際道

路標識法（International Road Sign Conventions）に従って、濃い青の地に白を使用

することとする。図柄は、顔を右に向けた形にしなければならない。ただし、方向を示

す目的がある場合は、図柄全体を左向きにしてもよい。 

２．国際シンボルマークのデザインを変えたり、書き加えたりしてはならない。ただし、シ

ンボルマークそのものの形を否めない限りは、方向や対象を明らかに示すために、ほか

の図柄や文字を併用してもよい。 

３．国際シンボルマークは、車いす使用者など移動能力が限定されているすべての者が利用

できる建物・施設を明確に表示するため、またはそこへの道順を示すためにのみ使用で

きる。 

４．障害者が利用できる建物・施設の基準は、各国で責任を持つ機関が決定する。基準を決

定する際は、国連障害者生活環境専門家会議（United Nations Expert Group Meeting 

on Barrier - free Design）が 1974年に定めた最低基準に従わなければならない。 
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５．国際シンボルマークを複製することは禁止する。ただし、これを普及させ、その目的を

広く知ってもらうため出版物その他のメディアに転載することは許可する。出版物など

に転載する場合は、その出版物などの内容が障害者に直接関わりある場合を除いては、

このマークが「国際シンボルマーク」であることを明記しなければならない。 

６．国際シンボルマークを商業目的で使用することは禁止する。例えば、広告、商標、レタ

ーヘッド、障害者のための商品、障害者自身が作った商品などにこのマークを使用して

はならない。ただし商業目的の建物・施設が障害者に利用できることを表示する場合は、

このマークを使用してもよい。 

７．国際リハビリテーション協会の加盟団体は、この決議に定められた方針に従って、各国

で国際シンボルマークを法的に保護し、その使用を管理することができる。各国の加盟

団体は、シンボルマークの管理を他の適切な機関に委任してもよい。加盟団体がない国

では、国際リハビリテーション協会が文書によって認可した機関が、シンボルマークを

管理することができる。 

  



 

Ⅵ-109 
 

 

 

３．床の滑り 

 

 

  

※本項は国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 

（令和３[2021]年３月）」Ｐ2-301・302 を抜粋したもの。 
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